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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次 第33期 第34期 第35期 第36期 第37期

決算年月 2020年３月 2021年３月 2022年３月 2023年３月 2024年３月

売上高 (千円) 4,820,142 1,827,185 1,557,075 620,411 532,351

経常利益又は
経常損失(△)

(千円) 78,191 △674,486 △353,880 △420,360 △311,871

当期純損失(△) (千円) △192,848 △905,558 △417,750 △521,797 △311,542

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) - - - - -

資本金 (千円) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

発行済株式総数 (株) 20,003,115 24,916,115 24,916,115 24,916,115 29,302,015

純資産額 (千円) 1,344,274 1,482,733 1,070,882 548,497 736,852

総資産額 (千円) 2,627,288 2,163,388 1,481,175 622,055 841,226

１株当たり純資産額 (円) 67.20 59.51 42.74 21.80 24.97

１株当たり配当額
(うち１株当たり中間配当
額)

(円)
- - - - -

(-) (-) (-) (-) (-)

１株当たり当期純損失金額
(△)

(円) △9.64 △39.32 △16.77 △20.94 △10.90

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

(円) - - - - -

自己資本比率 (％) 51.2 68.5 71.9 87.3 87.0

自己資本利益率 (％) - - - - -

株価収益率 (倍) - - - - -

配当性向 (％) - - - - -

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) - △731,383 △593,066 △421,759 △266,332

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) - 731,860 △349,142 27,397 △60,357

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) - 913,020 △38,170 △11,027 496,820

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) - 1,816,026 891,440 486,051 656,181

従業員数
(外、平均臨時雇用者数)

(名)
242 98 135 86 103

(76) (31) (33) (2) (2)

株主総利回り （％） 144.4 105.8 81.3 49.0 34.0

(比較指標：配当込みTOPIX) (％) 90.5 128.6 131.2 138.8 196.2

最高株価 （円） 695 370 302 213 127

最低株価 （円） 190 183 190 102 76
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(注)１. 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年３月31日)等を第35期の期首から適用しており、

第35期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

(注)２. 当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。

(注)３. 第33期及び第34期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失金額であ

り、また潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(注)４. 第35期、第36期及び第37期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在するも

のの、１株当たり当期純損失金額であるため記載しておりません。

(注)５. 自己資本利益率及び株価収益率については、１株当たり当期純損失金額であるため算定しておりません。

(注)６. 当社は配当を行っていないため、１株当たり配当額及び配当性向は記載しておりません。

(注)７. 従業員数は、就業人員数であります。

(注)８. 最高株価及び最低株価は、2022年４月３日以前は東京証券取引所JASDAQ(グロース)におけるものであり、

2022年４月４日以降は、東京証券取引所グロース市場におけるものであります。
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２ 【沿革】

年月 概要

1987年８月 株式会社荏原製作所、凸版印刷株式会社他の出資により、横浜市中区に株式会社ぱどを設立。

1992年６月 MBO(マネジメント・バイ・アウト)により株式会社荏原製作所から独立。

1996年６月
わかさや美術印刷株式会社(現　株式会社ウイルコホールディングス)との共同出資により、横浜市
中区に株式会社ぱどデザイン工場を設立(当社出資割合50％)。

2000年３月
わかさや情報印刷株式会社(現　株式会社ウイルコホールディングス)より株式を買取り、株式会社
ぱどデザイン工場を完全子会社化。

2001年３月 大阪証券取引所 ナスダック・ジャパン市場(現　東京証券取引所グロース市場)に上場。

2003年６月
株式会社廣済堂及び株式会社ウイル・コーポレーション(現　株式会社ウイルコホールディングス)
との合弁により連結子会社として株式会社仙台ぱどを設立。

2006年10月 株式会社エルネット(現　株式会社関西ぱど)と合弁により、連結子会社株式会社ぱどラボを設立。

2006年11月 株式会社ぱどラボが株式会社コミュースタイルを子会社化。

2007年４月 福博印刷株式会社との合弁により連結子会社として株式会社九州ぱどを設立。

2009年２月 連結子会社として株式会社阪神ぱどを設立。

2009年３月 子会社として株式会社ぱどシップを設立。

2009年12月
タイヘイコンピュータ株式会社(現　株式会社トリニティ)と合弁により、連結子会社として株式会
社ぱどポイントを設立。

2010年12月 クーポン共同購入サイトを運営する連結子会社株式会社CooPaを設立。

2012年３月 連結子会社である株式会社ぱどラボを存続会社とする合併により、株式会社CooPaを解散。

2015年３月 親会社である株式会社ぱどを存続会社とする合併により、株式会社阪神ぱどを解散。

2016年２月 連結子会社である株式会社ぱどポイントを解散。

2018年11月 株式交換により株式会社リビングプロシードを子会社化。

2020年５月 連結子会社である株式会社ぱどラボを株式譲渡により譲渡。

2020年６月 完全子会社である株式会社ぱどデザイン工場及び株式会社ぱどシップを吸収合併。

2020年７月 連結子会社である株式会社九州ぱどを吸収合併。

2020年８月
連結子会社である株式会社仙台ぱどを吸収合併。
連結子会社である株式会社リビングプロシードを株式譲渡による譲渡。

2020年10月 商号を株式会社ぱどから株式会社Success Holdersへ変更。

2020年11月 新たな事業としてテクノロジー事業(現　テクノロジーソリューション事業)を創業。

2021年５月 株式取得により株式会社P&Pを子会社化。

2022年３月 完全子会社である株式会社P&Pを吸収合併。

2022年４月 東京証券取引所の市場区分の見直しによりJASDAQ(グロース)からグロース市場へ移行。

2022年６月
メディア事業譲渡のため、会社分割の手法にて株式会社Success Holders分割準備会社を設立。
当該完全子会社の全ての株式を株式会社中広へ譲渡。

2022年10月 新たな事業としてコンサルティング事業を創業。

2023年６月 株式会社The capitalへの第三者割当による新株発行。
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３ 【事業の内容】

当社は、コンサルティング事業及びテクノロジーソリューション事業の２つのセグメントで構成されております。

事業の内容における事業区分と、「第５　経理の状況　１　財務諸表等　(1)　財務諸表　注記事項」の(セグメン

ト情報等)に掲げるセグメントの区分は同一であります。

コンサルティング事業では、全国の中堅中小企業に対し、事業戦略や営業戦略等の攻めの領域から、内部統制構築

やガバナンス強化等の守りの領域まで、経営に関する全ての分野において、ITに関する課題解決を中心に、提案から

実行までハンズオンで実施する顧客伴走型のスタイルで顧客満足度の最大化を目指し、また、国内大手企業に対して

は、IT領域に特化したコンサルティングサービスを提供しております。

テクノロジーソリューション事業では、クライアントのIT課題を解決するために、ITエンジニア人材の派遣を通じ

てサービスを提供しております。

メディア事業では、地域密着型無料宅配情報誌「ARIFT」の編集・発行・配布、折り込みチラシの併配等を行って

おります。2022年６月30日付で「(開示事項の経過)完全子会社の株式譲渡完了に関するお知らせ 」にてお知らせし

ましたとおり、完全子会社である株式会社Success Holders分割準備会社の株式譲渡を完了しましたので、2022年７

月以降につきましては、メディア事業に係る売上等は計上しておりません。

 
(コンサルティング事業及びテクノロジーソリューション事業)

４ 【関係会社の状況】

名称 住所
資本金

又は出資金
(千円)

主要な
事業の内容

議決権等の所有
割合又は被所有

割合
(％)

関係内容

(親会社)
株式会社
The capital
(注)１

東京都千代田区 100,000 資産管理会社 被所有　53.76 －

 

(注)１. 有価証券届出書又は有価証券報告書は提出しておりません。

 

EDINET提出書類

株式会社Ｓｕｃｃｅｓｓ　Ｈｏｌｄｅｒｓ(E05175)

有価証券報告書

 5/68



 

５ 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

2024年３月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

103 (2) 27.9 1.4 4,422
 

 
セグメント名称 従業員数(名)

コンサルティング事業 16 (0)

テクノロジーソリューション事業 76 (0)

全社(共通) 11 (2)

合計 103 (2)
 

(注)１. 従業員数は、就業人員数であります。

(注)２. 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。

(注)３. 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

(注)４. 全社(共通)は、特定のセグメントに区分できない企業情報部及び管理部の従業員であります。

(注)５. 前事業年度末に比べ従業員数が17名増加しております。主な理由は、コンサルティング事業及びテク

ノロジーソリューション事業拡大に伴う新卒及び中途採用によるものであります。

 
(2) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

 

(3) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

当事業年度

管理職に占める
女性労働者の割合

(％)
(注)１

男性労働者の
育児休業取得率

(％)
(注)２

労働者の男女の賃金の差異
(％)
(注)３

全労働者
正規雇用
労働者

パート・
有期労働者

0.0 - - - -
 

(注)１. 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したも

のであります。

(注)２. 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（2015年法律第64号）及び「育児休業、介護休

業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（1991年法律第76号）の規定による公表義

務の対象ではないため、記載を省略しております。

(注)３. 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定による公表義務の対

象ではないため、記載を省略しております。
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第２ 【事業の状況】

 

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

当社の経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において、当社が判断したものであります。

 
(1) 経営方針

当社は、「世界中のどんな企業でも気軽にコンサルティングを活用できる新しい世界を創出する」というパーパ

スを掲げ、「すべては顧客の成功のために」及び「ハイクオリティーなサービスを提供する」という２つのコアバ

リューを掲げております。

これらのパーパス及びコアバリューをもとに、当社は、創業来、時代のニーズに合わせてその業態を進化させて

きており、現在ではクライアントの課題に対して戦略からエンジニアリングまで包括的にコンサルティングサービ

スを提供する企業であります。

当社は、今後も、コンサルティングサービスの更なる高付加価値化並びにコンサルタント人材及びITエンジニア

人材の採用及び育成に注力することで、クライアント及び株主の皆様並びに従業員をはじめとする当社に関わる全

てのステークホルダーの成功に貢献し、企業の成長を図ってまいります。

 
(2) 目標とする経営指標

当社では、持続的な成長と企業価値の向上を経営上の重要課題と認識しており、主な経営指標として、持続的な

成長については売上高、企業価値の向上については売上総利益及び営業利益を重視しております。

収益のドライバーである事業KPIは「クライアント数」及び「コンサルタント数＆ITエンジニア数」を継続的に

確認及び分析しております。

 
(3) 中長期的な会社の経営戦略

2022年10月11日付で「新たな事業の開始に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、テクノロジーソリュー

ション事業とは別に、新たな収益の柱として、全国の中堅中小企業に対し、事業戦略や営業戦略等の攻めの領域か

ら、内部統制構築やガバナンス強化等の守りの領域まで、経営に関する全ての分野において、ITに関する課題解決

を中心に、提案から実行までハンズオンで実施するクライアント伴走型のスタイルでクライアント満足度の最大化

を目指し、また、国内大手企業に対しては、IT領域に特化したコンサルティングサービスを提供するコンサルティ

ング事業を創業しました。

当社の経営方針や財務状況等を株主及び投資家の皆様に正しくご理解頂くための情報開示のあり方として、様々

な課題に対して、迅速かつ果断な意思決定を行う必要性があることから、今後は、単年度ごとの業績見通しを公表

することとします。
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(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

① 優秀な人材の採用

当社は、今後のコンサルティング事業及びテクノロジーソリューション事業を支える優秀なコンサルタント人

材及びITエンジニア人材の積極的な採用が重要であると認識しております。

計画的な人材採用を継続するとともに、人材紹介エージェントと緊密な関係を構築することにより、優秀な人

材の採用を図ってまいります。

② 人材の教育体制の強化及び長期安定雇用の実現

当社は、人材の採用と同程度に充実した社内研修、資格取得支援制度等の福利厚生の充実及び業務環境の改善

等が重要であると認識しております。

コンサルタント及びITエンジニアが自らの成長を実感でき、自社に対して愛着を持てる環境を整えること及び

彼らのスキルを様々な領域で伸ばすことのできる教育体制を整備することで、より多くのクライアントの様々な

ニーズに応えられる付加価値の高い人材を輩出していくとともに、早期離職の防止に繋げ、事業基盤の安定化に

ついても図ってまいります。

③ プロジェクトの進捗管理及び安定した稼働率の実現

当社は、コンサルティング事業及びテクノロジーソリューション事業が提供する業務は、業務内容がクライア

ントの要求に基づき定められ、プロジェクト単位で遂行するため、プロジェクトの進捗管理及び安定した稼働率

の実現が重要であると認識しております。

プロジェクトの受注管理においては、全社共通の基準に準拠してリスクチェックの実施及び人材の余剰が生じ

ないように営業活動及び受注活動の実施をすることで、プロジェクトの進捗管理においては、注視すべきプロ

ジェクトに対するモニタリングの実施及びプロジェクトマネージャーによる日々の管理の実施をすることで、コ

ンサルタント及びITエンジニアの安定的な稼働の実現を図ってまいります。

④ 安定的な資金調達の確保及び財務基盤の強化

当社は、2020年11月にテクノロジー事業(現　テクノロジーソリューション事業)を、2022年10月にコンサル

ティング事業をそれぞれ創業し、事業基盤の構築のために投資を継続している段階であります。

今後も継続的に優秀なコンサルタント人材及びITエンジニア人材の積極的な採用及び育成並びに安定した稼働

率の確保等を推進し、黒字転換を図るためには、必要な資金を安定的に確保することが重要であると認識してお

ります。

上記の優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題(①～③)を迅速かつ着実に解決すること及び持続的な企業

価値の向上に繋がる未来への投資を実行するために、様々な資本政策を検討しつつ、安定的かつ機動的な資金調

達を通じて、財務基盤の強化を図ってまいります。

⑤ 企業ブランド力及び認知度の向上

当社は、今後のコンサルティング事業及びテクノロジーソリューション事業を支える優秀なコンサルタント人

材及びITエンジニア人材の積極的な採用が重要であると認識しております。

優秀なコンサルタント人材及びITエンジニア人材の採用に結び付く施策として、より多くの候補者に対して優

先的に当社を想起させることができるような企業ブランド力及び認知度向上を図ってまいります。

⑥ グロース市場の上場維持基準への適合

当社は、2022年４月実施の株式会社東京証券取引所の市場区分の再編において、グロース市場を選択しており

ますが、2024年３月末時点では、「時価総額」についての基準を充たしていないことから、企業価値の向上が重

要であると認識しております。

企業価値の向上に取り組んでいくことにより、グロース市場の上場維持基準への適合を図ってまいります。
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２ 【サステナビリティに関する考え方及び取り組み】

当社のサステナビリティに関する考え方及び取り組みは、次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社が合理的であると判断する一定の前

提に基づいております。

 

(1) ガバナンス

当社は、企業の持続的な成長と中長期的な企業価値を創出するためのガバナンス体制を構築しており、サステナ

ビリティ関連のリスク及び機会を監視し、管理するためのガバナンスに関しては、コーポレート・ガバナンス体制

と同様となります。

当社のコーポレート・ガバナンスの状況の詳細は、「第４　提出会社の状況　４　コーポレート・ガバナンスの

状況等　(1)　コーポレート・ガバナンスの概要」に記載のとおりであります。ガバナンスの詳細については、当

社のコーポレート・ガバナンス報告書に記載しております。

 

(2) 戦略

当社は、サステナビリティ課題及び目標の特定にあたっては、国際社会の動向や当社にとって関係の深い社会的

課題を「ステークホルダーにとっての重要性」及び「当社にとっての重要性」の２つの視点から評価し、重要度の

高い課題を抽出する方針であります。

それらの課題について取締役会で討議を行い、その中で特に重要度の高い課題をマテリアリティとして特定し、

さらに、それぞれの強化領域及び戦略の方向性を明確化し、定量的又は定性的なKPIを設定する方針であります。

特定されたマテリアリティの解決を通じて、サステナビリティ方針で目指す持続可能な社会の実現及び企業価値

の向上に取り組んでまいります。

当社の事業の特性上、気候変動問題が重大な影響を及ぼすことは当事業年度末現在において想定されませんが、

一方で人的資本に関しては、重要度の高い課題として認識しております。

人的資本に関する戦略としては、社内において多様な視点及び価値観を持つ従業員の存在が、会社の持続的な成

長につながると考え、推進するために、多様性の確保及び相互尊重に満ちた組織づくりを進めております。

従業員の採用及び人事登用に際して、性別や人種はもちろん、年齢、性格、学歴及び価値観等を一人一人の個性

として尊重し、広く人材を受け入れることとしております。

多様な個性を企業の財産とし、それぞれの持つ能力を最大限に活かすことで、企業及び従業員の更なる発展へと

繋げてまいります。

また、社内環境整備に関しては、社員のエンゲージメントが高まる働きやすい環境整備を進めております。

多様化するニーズ、進化し続ける最先端技術、変化する社会情勢といった様々な状況に対応すべく、社員が自ら

の能力開発とスキルアップに積極的に取り組める環境整備を進めております。

 
(3) リスク管理

当社は、サステナビリティに関するリスクの把握、評価及び管理に努めており、重要なリスクとして特定及び評

価された場合は、速やかに取締役会に報告し、意思決定及びモニタリングを受ける体制となっております。

当社が、認識する事業上等のリスクに関する詳細は、「第２　事業の状況　３　事業等のリスク」をご参照くだ

さい。

 

(4) 指標及び目標

当社では、提出日現在において、人材の育成及び社内環境整備に関する方針の指標及び当該指標を用いた目標を

定めておりません。

しかしながら、当社が中長期的に成長を続けていくためには、様々な価値観の存在は会社の持続的な成長を確保

する上での強みとなることを十分に認識しており、国籍や性別に関係なく、様々な価値観や考え方を有した多様な

人材が個性や能力を発揮し活躍できる企業を目指しております。

具体的な指標及び目標については、今後の当社の重要な課題として継続的に検討を進めてまいります。
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３ 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が提出会社の財政状態、経営

成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要な事業等のリスクは、

以下のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

 
(1) 景気変動に関するリスク

当社は、日本国内の経済動向に大きく影響を受けるため、国内外の景気動向及び為替相場の変動、税制及び法令

等の改正により、当社のクライアントが事業投資やIT投資を抑制した場合には、当社の財政状態及び経営成績に影

響を及ぼす可能性があります。

　また、新たな感染症等が世界的に拡大した場合においては、当社の企業活動にも感染症拡大対策等により一定

の影響が生じることになります。同様に当社のクライアントにおいても企業活動に制約が生じること等による間接

的な影響により、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 
(2) 人材の採用及び育成に関するリスク

当社は、今後のコンサルティング事業及びテクノロジーソリューション事業を支える優秀なコンサルタント人材

及びITエンジニア人材の積極的な採用が重要であると認識しております。

今後も、当社が、迅速に事業拡大を目指していくためには、高度専門人材の獲得競争が激化しつつある近時の採

用マーケット市場において、可能な限り早期に優秀なコンサルタント人材及びITエンジニア人材の獲得が重要に

なってまいります。

しかしながら、コンサルティング事業及びテクノロジーソリューション事業が属する業界における人材の争奪に

より、優秀なコンサルタント人材及びITエンジニア人材の採用及び育成が計画どおりに進まない場合及び優秀なコ

ンサルタント人材及びITエンジニア人材の社外流出が生じた場合等には、競争力の低下や事業規模拡大の制約、ク

ライアントに提供するサービスレベルの低下をもたらし、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があ

ります。

 
(3) コンサルティング事業への投資に関するリスク

当社は、2022年10月に新規事業としてコンサルティング事業を創業し、事業基盤構築のための投資を継続してい

る段階にあります。

コンサルティング事業の事業成長に伴って、当社の業績全体に利益貢献する想定でおりますが、当初見込んだと

おりにコンサルティング事業が全社の利益に寄与しなかった場合、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可

能性があります。

 
(4) プロジェクトの管理等に関するリスク

当社は、コンサルティング事業及びテクノロジーソリューション事業が提供する業務は、仕様や業務内容がクラ

イアントの要求に基づき定められ、プロジェクト単位で遂行されております。

そのため、プロジェクト毎の個別性が高く、クライアント要望の高度化、案件の複雑化や完成までの事業環境の

変化等によって、受注時に採算性が見込まれる案件であっても、作業工数の増加により採算が確保できない可能性

があり、特に、新技術を活用した案件や新規クライアント及び業務分野の受注においては、受注時の想定以上に作

業が発生する場合は、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

また、プロジェクト管理が不十分で品質が低下した場合又は予想外の事態の発生により採算が悪化した場合に

は、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 
(5) M&A又は資本提携等に関するリスク

当社は、事業の自律的な成長に加え、M&A又は資本提携等の手法を活用した事業成長(以下、「M&A等」という。)

を推進しております。

M&A等を実施する場合には、事前の精査等によって、対象企業又は事業等のリスク及び収益性、投資回収の可能

性等を検討しておりますが、M&A等が実施された場合、一時費用の増加やのれん償却費の増加等が見込まれ、一時

的に業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

また、何らかの理由により、当初見込んだとおりの収益や投資回収が進まなかった場合、のれんの減損等によっ

て当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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(6) 財務基盤に関するリスク

当社は、新規事業として、2020年11月にテクノロジー事業(現　テクノロジーソリューション事業)を、2022年10

月にコンサルティング事業をそれぞれ創業し、事業基盤構築のための投資を継続している段階にあります。

当社は、経験豊富なコンサルタント人材の採用及びコンサルティング案件の受注の積上げ並びにITエンジニア人

材の採用・育成及び安定した稼働率の確保等を推進することで、黒字転換を図っております。

また、継続的な人材採用等、持続的な企業価値の向上につながる未来への投資を行うため、各種資本政策を検討

し、安定的かつ機動的な資金調達を通じて、財務基盤の強化を図っております。

しかし、想定どおりに事業が進捗しない場合、営業損失やマイナスの営業キャッシュ・フローが継続し、また、

想定どおりに資金調達が実現しない場合には、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 
(7) 支配株主に関するリスク

株式会社The capitalの有価証券報告書提出日現在での議決権所有割合は、53.76％となっており、支配株主と

なっております。株式会社The capitalは、安定株主として引き続き一定の議決権を保有し、その議決権行使にあ

たっては、株主共同の利益を追求するとともに、少数株主の利益にも配慮する方針を有しております。

株式会社The capitalは、当社としても安定株主であると認識しておりますが、将来的に何らかの事情により当

社株式が売却された場合には、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 
(8) 情報セキュリティに関するリスク

当社のコンサルティング事業及びテクノロジーソリューション事業を運営するにあたり、クライアントの機密情

報や個人情報を有することがあります。当社が取得したクライアントの機密情報や個人情報については、データへ

のアクセス制限を設定するほか、外部からの侵入防止措置等により、流出の防止を図っております。

クライアントの機密情報や個人情報の取扱いについては、細心の注意を払ってまいりますが、今後、外部からの

不正アクセス等による不測の事態によってクライアントの機密情報や個人情報が社外に漏洩した場合には、当社に

対する社会的信用に重大な影響を与え、損害賠償請求等の対応費用により、当社の財政状態及び経営成績に影響を

及ぼす可能性があります。

 
(9) 法的規制に関するリスク

テクノロジーソリューション事業は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

(以下、「労働者派遣法」という。)及びその他関係法令の規制を受けております。

労働者の保護等を目的として労働者派遣法及びその他関係法令は改正されることがあり、当社は積極的な法令遵

守のため常に法令改正の状況を把握し、対応すべき事項を理解するよう努めております。

しかしながら、規制当局と当社の間で法令の解釈に相違がある場合や対応すべき事項への対応が遅れる等の場合

には、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 
(10) 自然災害等の危機的な事象発生に関するリスク

地震、台風、火災、疫病の蔓延、テロ攻撃、その他予期せぬ災害や紛争の発生により、当社の事業の運営及び業

績に影響を及ぼす可能性があります。これらの災害等が発生した場合には、速やかに全社的な危機管理に努めてま

いりますが、物的、人的な損害が多大である場合には当社の事業運営自体が困難となる可能性があります。

また、上記の直接的なリスクに加えて、これらの災害等に端を発する消費需要の減退及び景気後退は、コンサル

ティング事業及びテクノロジーソリューション事業における人材需要の縮小を招くことも考えられ、結果として、

間接的に当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の

概要並びに経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において、当社が判断したものであります。

 
(1) 経営成績

当事業年度における日本経済は、新型コロナウイルス感染症の５類移行に伴う経済活動の正常化やインバウンド

需要の高まり等を背景に、景気は緩やかに回復しました。しかしながら、ウクライナ情勢の長期化や中東情勢の緊

迫化をはじめとする不安定な国際情勢、資源価格や原材料価格の高騰による物価上昇、円安基調の継続、中国経済

をはじめとする海外景気の減速懸念等、先行き不透明な状況が続いております。

このように激しく変化する市場環境に対応すべく、日本の各企業は、更なる付加価値の向上及びビジネス機会創

出のために、積極的に新たな取り組みを実施しており、これらの企業を支援するコンサルティング業界へのニーズ

は、今後も高い状態が継続し、ノウハウ及び技術の提供に関する需要は、引き続き堅調であると予想されます。

当社では、「世界中のどんな企業でも気軽にコンサルティングを活用できる新しい世界を創出する」というパー

パスを掲げ、「すべては顧客の成功のために」及び「ハイクオリティーなサービスを提供する」という２つのコア

バリューのもと、事業戦略、業務プロセス改善、DX及びIT等、クライアントの幅広いニーズに的確に応えられる質

の高いコンサルタント人材及びITエンジニア人材を採用し、今後も体制拡充に向けて、さらに採用活動を強化して

まいります。

当事業年度の売上高は、532,351千円(前年同期比 14.2％減(※))、営業損失は、300,435千円(前年同期 423,938

千円)、経常損失は、311,871千円(前年同期 420,360千円)、当期純損失は、311,542千円(前年同期 521,797千円)

となりました。

セグメント別の経営成績の概況は、以下のとおりであります。

コンサルティング事業の当事業年度の売上高は、171,460千円(前年同期比 363.4％増)、セグメント損失は、

72,694千円(前年同期 58,421千円)となり、事業基盤の構築のために投資を継続している段階で、テクノロジーソ

リューション事業と併せて当社の新たな収益の柱として順調に成長しております。

当事業年度においても、当社が提供しているサービスにおいてクライアントから高い評価を受け、中堅中小企業

に留まらず、国内有数の大企業からも案件を受託しております。

テクノロジーソリューション事業の当事業年度の売上高は、360,891千円(前年同期比 32.1％増)、セグメント損

失は、26,002千円(前年同期 124,761千円)となりました。

多様なニーズを抱えるITエンジニア派遣市場の中でも、とりわけ高いスキル・経験が必要とされる高単価の案件

の受注を増やすべく、プライム案件の開拓及び付加価値の高いITエンジニア人材の輩出に向けた人材育成を継続し

て取り組んでまいります。

当社は、戦略策定から業務・IT領域における課題への対応までクライアントにおける主要な機能に対し、網羅的

なコンサルティングサービスを提供するために、今後のコンサルティング事業及びテクノロジーソリューション事

業を支える優秀なコンサルタント人材及びITエンジニア人材を迅速かつ大量に採用することが最重要であると認識

しております。

そのために、高度専門人材の獲得競争が激化しつつある近時の採用マーケット市場において、可能な限り早期に

優秀なコンサルタント人材及びITエンジニア人材の採用に結び付く施策として、計画的な人材採用を継続しつつ、

人材紹介エージェントと緊密な関係を構築するとともに、より多くの候補者に対して優先的に当社を想起させるこ

とができるような企業ブランド力及び認知度向上も同時に図ってまいります。

その一環として、2024年３月29日付で「当社の商号変更及び本店移転に関するお知らせ」にて開示しましたとお

り、クライアントに戦略設計から実装支援までトータルでコンサルティングを提供する体制であることをより打ち

出したブランディングを進めるべく、2024年８月に、「株式会社Success Holders」から「株式会社Def

consulting」へと商号変更を予定しております。

また、同時に「虎ノ門ヒルズ 森タワー」への本店移転も実施し、これからの拡大フェーズに備えるとともに、

メンバーのエンゲージメントを高めて最大のバリューを発揮できる環境づくりにも取り組んでまいります。

今後は、新たな商号及びオフィスの下、クライアントの成功を支援するコンサルタント人材の採用を積極的に進

め、一日も早い企業価値向上に努めてまいります。
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(※) 2022年６月30日付で「（開示事項の経過）完全子会社の株式譲渡完了に関するお知らせ 」にてお知らせしま

したとおり、完全子会社である株式会社Success Holders分割準備会社の株式譲渡を完了しましたので、2022

年７月以降につきましては、メディア事業に係る売上等は計上しておりません。前事業年度に係るメディア

事業の売上高は、310,138千円、セグメント損失は、18,128千円でありました。

 
生産、受注及び販売実績は、次のとおりであります。

① 生産実績

当社が提供するサービスの性質上、生産実績の記載になじまないため、当該記載を省略しております。

② 受注実績

当社が提供するサービスの性質上、受注実績の記載になじまないため、当該記載を省略しております。

③ 販売実績

当事業年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 金額(千円) 前年同期比(％)

コンサルティング事業 171,460 +363.4

テクノロジーソリューション事業 360,891 +32.1
 

(注)１. 金額は、外部顧客に対する売上高を示しております。

(注)２. 当事業年度において、販売実績に著しい変動がありました。メディア事業については、2022年６月

30日付で事業譲渡及びコンサルティング事業については、2022年10月に新規事業として創業したこ

とによるものであります。

(注)３. 最近２事業年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、いずれ

も当該割合が100分の10未満のため、記載を省略しております。

(注)４. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 
(2) 財政状態

当事業年度末における資産、負債及び純資産の概況は以下のとおりです。

    (単位：千円)

 
前事業年度末

(2023年３月31日)
当事業年度末

(2024年３月31日)
増減額 増減率

　流動資産 609,169 768,143 ＋158,974 ＋26.1％

　固定資産 12,885 73,082 ＋60,196 ＋467.2％

資産合計 622,055 841,226 ＋219,171 ＋35.2％

　流動負債 72,720 103,536 ＋30,816 ＋42.4％

　固定負債 837 837 - -％

負債合計 73,558 104,374 ＋30,816 ＋41.9％

純資産合計 548,497 736,852 ＋188,355 ＋34.3％
 

 
(資産合計)

当事業年度末における資産の残高は、841,226千円となり、前事業年度末から219,171千円増加しました。

この主な要因は、「現金及び預金」が170,130千円及び「敷金及び保証金」が60,374千円増加したことによるも

のであります。

現金及び預金の主な増加要因は、第三者割当増資に伴う入金499,992千円であり、一方、主な減少要因は、当期

純損失の計上311,542千円であります。

敷金及び保証金の主な増加要因は、本店移転に伴う支出60,325千円であります。
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(負債合計)

当事業年度末における負債の残高は、104,374千円となり、前事業年度末から30,816千円増加しました。

この主な要因は、「未払金」が10,784千円及び「未払消費税等」が18,784千円増加したことによるものであり

ます。

(純資産)

当事業年度末における純資産の残高は、736,852千円となり、前事業年度末から188,355千円増加しました。

この主な要因は、「現金及び預金」が170,130千円増加したことによるものであります。

詳細は、「(資産合計)」をご参照ください。

 
(3) キャッシュ・フロー

当事業年度末の現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べて170,130千円増加により656,181千円となり、当事

業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。

 
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、「前払費用の増減額」が29,201千円及び「法人税等の還付額」が19,336

千円等増加した一方、「税引前当期純損失」が310,561千円等減少したことから、266,332千円減少(前事業年度は

421,759千円の減少)しました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは、「敷金及び保証金の差入による支出」が60,374千円減少したことから、

60,357千円減少(前事業年度は27,397千円の増加)しました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは、「長期借入金の返済による支出」が4,262千円減少した一方、 「株式の

発行による収入」が499,992千円等増加したことから、496,820千円増加(前事業年度は11,027千円の減少)しまし

た。

 
(4) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されております。

その作成には経営者により会計方針の選択及び適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額並びに開示に影響を

与える見積りを必要とします。

経営者は、これらの見積りについて、過去の実績等を勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積

り特有の不確実性が存在するため、これらの見積りとは異なる場合があります。

当社の財務諸表の作成にあたり会計上の見積りに用いた仮定のうち重要なものはないため、重要な会計上の見積

りに該当する項目はないと判断しております。

なお、当社の財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第５　経理の状況　１　財務諸表等　(1)　財務諸表　

注記事項　(重要な会計方針)」に記載のとおりであります。

 
５ 【経営上の重要な契約等】

当事業年度における、経営上の重要な契約等は以下のとおりです。

 
(1) 第三者割当による新株の発行

当社は、2023年５月19日付の取締役会において、株式会社The capitalへの第三者割当による新株発行を決議

し、2023年６月５日に全ての払込みが完了しています。

詳細は、「第５　経理の状況　１　財務諸表等　(1)　財務諸表　注記事項　株主資本等変動計算書関係」をご

参照ください。

 
６ 【研究開発活動】

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

 

１ 【設備投資等の概要】

該当事項はありません。

 

２ 【主要な設備の状況】

当社における、主要な設備は次のとおりであります。

2024年３月31日現在　

事業所名(所在地) セグメントの名称 設備の内容

帳簿価額(千円) 従業員数
(名)
 建物

工具、器具
及び備品

合計

本社
(東京都港区)

全社(共通)
コンサルティング事業

本社設備 - 0 0 27

 

(注)１. 全社(共通)は、企業情報部及び管理部の従業員であります。

(注)２. 本社の建物は、賃貸物件であり、年間賃借料は24,000千円であります。

 

３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

会社名 所在地 セグメントの名称 設備の内容

投資予定金額

資金調達

方法

着手及び完了予定年月

完成の

増加能力
総額

(千円)

既支払額

(千円)
着手 完了

提出会社
本店

(東京都港区)

全社(共通)

コンサルティング

事業

本店移転 54,360 － 自己資金 2024年６月 2024年７月 (注)１

 

(注)１. 完成後の増加能力については、計数的把握が困難であるため、記載を省略しています。

 
(2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 50,000,000

計 50,000,000
 

 
② 【発行済株式】

種類

事業年度末現在

発行数(株)

(2024年３月31日)

提出日現在

発行数(株)

(2024年６月19日)

上場金融商品取引所名又は

登録認可金融商品取引業協会名
内容

普通株式 29,302,015 29,302,015 東京証券取引所グロース市場
単元株式数は

100株であります。

計 29,302,015 29,302,015 - -

 

 
(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストック・オプション制度の内容】

第３回新株予約権

2021年５月18日開催の取締役会決議

決議年月日 2021年５月18日

付与対象者の区分及び人数(名)※

当社取締役　　　　１名

当社従業員　　　　５名

社外協力者　　　　０名

新株予約権の数(個)※ 349,100　(注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 普通株式　349,100　(注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 234　(注)２

新株予約権の行使期間※ 2024年７月１日～2031年６月13日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格

及び資本組入額(円)※

発行価格　　　234

資本組入額　　117

新株予約権の行使の条件※ (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項※
新株予約権の譲渡については、

取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ (注)５
 

※当事業年度の末日(2024年３月31日)における内容を記載しております。

当事業年度の末日から本書提出日の前月末現在(2024年５月31日)にかけて変更された事項については、本書提

出日の前月末現在における内容を［　］内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日におけ

る内容から変更はありません。

 
(注)１. 本新株予約権１個あたりの目的である株式の数は、当社普通株式１株とする。

　　　　なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下

同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。

　　　　ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の

数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

　　　　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割（又は併合）の比率
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　　　　また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場

合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものと

する。

(注)２. 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調

整による１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割（又は併合）の比率
 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の

処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の

移転の場合を除く。）、 次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

    既発行

株式数 ＋

新規発行

株式数
×

１株あたり

払込金額

調整後

行使価額
＝

調整前

行使価額
×

新規発行前の１株あたりの時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数
 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式に

かかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発

行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他

これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整

を行うことができるものとする。

(注)３. 新株予約権の行使の条件

①　新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、2024年３月期から2026年３月期までの

事業年度において、当社のEBITDA（以下、損益計算書（連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算

書）に記載された営業利益に、キャッシュ・フロー計算書（連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場

合は連結キャッシュ・フロー計算書）に記載された減価償却費及びのれん償却額を加算した額をいう。）が下

記に掲げるいずれかの条件を満たした場合、当該条件を最初に満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月１

日から行使することができる。

　　(a）2024年３月期のEBITDAが３億円を超過した場合

　　(b）2025年３月期又は2026年３月期のEBITDAが５億円を超過した場合

なお、当該損益計算書に株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用

控除前営業利益及びEBITDAをもって判定するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき

項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会が定めるものとする。

②　新株予約権者のうち社外協力者を除く者については、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会

社の取締役、監査役若しくは従業員又はアドバイザー、顧問、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社

又は当社関係会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者であることを要する。ただし、任期満了

による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

③　新株予約権者のうち社外協力者については、新株予約権の権利行使時において当社又は当社関係会社のアドバ

イザー、顧問、コンサルタント又は取締役、監査役もしくは従業員その他名目の如何を問わず当社又は当社関

係会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者であることを要する。ただし、正当な理由があると

取締役会が認めた場合は、この限りではない。

④　新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

⑤　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することと

なるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑥　各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

(注)４. 新株予約権の取得に関する事項

①　当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は

当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認（株主総会の承認を要し

ない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新

株予約権の全部を無償で取得することができる。

②　新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約

権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

(注)５. 組織再編成行為を実施する際の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上

を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に

対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会

社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分

割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
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①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案の上、新株予約権割当契約書に準じて決定する。

④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、新株

予約権割当契約書で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、新株予約権割当契約書に従っ

て決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤　新株予約権を行使することができる期間

新株予約権割当契約書に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新

株予約権割当契約書に定める行使期間の末日までとする。

⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権割当契約書に準じて決定する。

⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧　その他新株予約権の行使の条件

新株予約権割当契約書に準じて決定する。

⑨　新株予約権の取得事由及び条件

新株予約権割当契約書に準じて決定する。

⑩　その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 
第４回新株予約権

2022年10月11日開催の取締役会決議

決議年月日 2022年10月11日

付与対象者の区分及び人数(名)※

当社取締役　　　　１名

当社執行役員　　　１名

当社従業員　　　　４名

新株予約権の数(個)※ 286,800個　(注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 普通株式　286,800株　(注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 118　(注)２

新株予約権の行使期間※ 2024年７月１日～2032年10月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格

及び資本組入額(円)※

発行価格　　　118円

資本組入額　　 59円

新株予約権の行使の条件※ (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項※
新株予約権の譲渡については、

取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ (注)５
 

※当事業年度の末日(2024年３月31日)における内容を記載しております。

当事業年度の末日から本書提出日の前月末現在(2024年５月31日)にかけて変更された事項については、本書提

出日の前月末現在における内容を［　］内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日におけ

る内容から変更はありません。

 
(注)１. 本新株予約権１個あたりの目的である株式の数は、当社普通株式１株とする。

　　　　なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下

同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。

　　　　ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の

数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

　　　　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割（又は併合）の比率

　　　　また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場

合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものと

する。

EDINET提出書類

株式会社Ｓｕｃｃｅｓｓ　Ｈｏｌｄｅｒｓ(E05175)

有価証券報告書

18/68



 

(注)２. 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調

整による１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割（又は併合）の比率
 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の

処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の

移転の場合を除く。）、 次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

    既発行

株式数 ＋

新規発行

株式数
×

１株あたり

払込金額

調整後

行使価額
＝

調整前

行使価額
×

新規発行前の１株あたりの時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数
 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式に

かかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発

行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他

これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整

を行うことができるものとする。

(注)３. 新株予約権の行使の条件

①　新株予約権者は、2024年３月期又は2025年３月期の事業年度において、当社の損益計算書（連結損益計算書を

作成している場合には連結損益計算書）に記載された売上高が1,700百万円を超過した場合、各新株予約権者

に割り当てられた新株予約権を行使することができる。

　　なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす

企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書（連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書）に記

載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で

当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。

②　新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社のアドバイザー、顧問、コンサル

タント又は取締役、監査役若しくは従業員その他名目の如何を問わず当社又は当社関係会社との間で委任、請

負等の継続的な契約関係にある者であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当

な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

③　新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することと

なるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤　各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

(注)４. 新株予約権の取得に関する事項

①　当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は

当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認（株主総会の承認を要し

ない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新

株予約権の全部を無償で取得することができる。

②　新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約

権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

(注)５. 組織再編成行為を実施する際の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上

を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に

対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会

社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分

割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案の上、新株予約権割当契約書に準じて決定する。

④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、新株

予約権割当契約書で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、新株予約権割当契約書に従っ

て決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
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⑤　新株予約権を行使することができる期間

新株予約権割当契約書に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新

株予約権割当契約書に定める行使期間の末日までとする。

⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権割当契約書に準じて決定する。

⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧　その他新株予約権の行使の条件

新株予約権割当契約書に準じて決定する。

⑨　新株予約権の取得事由及び条件

新株予約権割当契約書に準じて決定する。

⑩　その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 
第５回新株予約権

2023年５月19日開催の取締役会決議

決議年月日 2023年５月19日

付与対象者の区分及び人数(名)※
当社執行役員　　　１名

当社従業員　　　　14名

新株予約権の数(個)※ 545,000個　(注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 普通株式　545,000株　(注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 114　(注)２

新株予約権の行使期間※ 2025年７月１日～2033年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格

及び資本組入額(円)※

発行価格　　　114円

資本組入額　　 57円

新株予約権の行使の条件※ (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項※
新株予約権の譲渡については、

取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ (注)５
 

※当事業年度の末日(2024年３月31日)における内容を記載しております。

当事業年度の末日から本書提出日の前月末現在(2024年５月31日)にかけて変更された事項については、本書提

出日の前月末現在における内容を［　］内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日におけ

る内容から変更はありません。

 
(注)１. 本新株予約権１個あたりの目的である株式の数は、当社普通株式１株とする。

　　　　なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下

同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。

　　　　ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の

数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

　　　　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割（又は併合）の比率

　　　　また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場

合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものと

する。

(注)２. 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調

整による１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割（又は併合）の比率
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また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の

処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の

移転の場合を除く。）、 次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

    既発行

株式数 ＋

新規発行

株式数
×

１株あたり

払込金額

調整後

行使価額
＝

調整前

行使価額
×

新規発行前の１株あたりの時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数
 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式に

かかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発

行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他

これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整

を行うことができるものとする。

(注)３. 新株予約権の行使の条件

①　新株予約権者は、2025年３月期又は2026年３月期の事業年度において、当社の損益計算書(連結損益計算書を

作成している場合には連結損益計算書)に記載された売上高が1,700百万円を超過した場合、各新株予約権者に

割り当てられた新株予約権を行使することができる。

　　なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす

企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載

された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当

該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。

②　新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社のアドバイザー、顧問、コンサル

タント又は取締役、監査役若しくは従業員その他名目の如何を問わず当社又は当社関係会社との間で委任、請

負等の継続的な契約関係にある者であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当

な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

③　新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することと

なるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤　各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

(注)４. 新株予約権の取得に関する事項

①　当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は

当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認（株主総会の承認を要し

ない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新

株予約権の全部を無償で取得することができる。

②　新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約

権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

(注)５. 組織再編成行為を実施する際の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上

を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に

対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会

社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分

割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案の上、新株予約権割当契約書に準じて決定する。

④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、新株

予約権割当契約書で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、新株予約権割当契約書に従っ

て決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤　新株予約権を行使することができる期間

新株予約権割当契約書に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新

株予約権割当契約書に定める行使期間の末日までとする。

⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権割当契約書に準じて決定する。
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⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧　その他新株予約権の行使の条件

新株予約権割当契約書に準じて決定する。

⑨　新株予約権の取得事由及び条件

新株予約権割当契約書に準じて決定する。

⑩　その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 
② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 
③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2020年２月20日
(注)１

- 20,003,115 △926,535 100,000 - 811,033

 2020年４月１日～
2020年12月31日

(注)２
4,913,000 24,916,115 522,922 622,922 522,922 1,333,956

2021年３月22日
(注)３

- 24,916,115 △522,922 100,000 - 1,333,956

2023年６月５日
(注)４

4,385,900 29,302,015 249,996 349,996 249,996 1,583,952

2023年８月31日
(注)５

- 29,302,015 △249,996 100,000 △1,583,952 -

 

(注)１. 会社法第447条第１項の規定に基づき、資本金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものでありま

す。

(注)２. 新株予約権の権利行使による増加であります。

(注)３. 会社法第447条第１項の規定に基づき、資本金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものでありま

す。

(注)４. 有償第三者割当増資による増加であります。

発行価格　　　114円

資本組入額    57円

割当先        株式会社The capital

(注)５. 会社法第447条第１項及び第448条第１項に基づき、資本金の一部及び資本準備金の全額を減少し、その他

資本剰余金へ振り替えたものであります。
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(5) 【所有者別状況】

2024年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株数100株)

単元未満
株式の状況

(株)
政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人
(注)１

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数(人) - 1 18 23 16 10 2,891 2,959 -

所有株式数
(単元)

- 608 19,613 181,599 13,175 56 77,954 293,005 1,515

所有株式数
の割合(％)

- 0.207 6.693 61.978 4.496 0.019 26.605 100.00 -
 

(注)１. 上記「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が、23単元含まれております。

 
(6) 【大株主の状況】

2024年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式(自己
株式を除く。)の
総数に対する所有
株式数の割合(％)

株式会社The capital 東京都千代田区丸の内一丁目11番１号 15,752,410 53.76

有限会社日本デザイン研
究所

東京都品川区北品川四丁目８番33号 1,197,300 4.09

SIX SIS LTD.
(常任代理人　
　株式会社三菱UFJ銀行)

BASLERSTRASSE 100, CH－4600 OLTEN SWITZERLAND
(東京都千代田区丸の内二丁目７番１号)

950,600 3.24

下村 優太 東京都世田谷区 647,819 2.21

上之園 圭介 東京都江東区 597,986 2.04

楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目６番21号 498,900 1.70

株式会社WestWoodCapital 東京都港区南麻布四丁目10番10号 475,300 1.62

X Capital合同会社 東京都港区赤坂九丁目１番７号 475,300 1.62

上原 俊彦 東京都港区 420,000 1.43

浅野 勉 岡山県岡山市北区 415,000 1.42

計  21,430,615 73.14
 

(注)１. 2023年４月３日付の臨時報告書「主要株主の異動」にてお知らせしましたとおり、前事業年度末において

主要株主であった畑野 幸治氏は、同氏の資産管理会社に株式譲渡を行ったことにより、当事業年度末に

おいて株式会社The capitalが主要株主となっております。

(注)２. 前事業年度末において主要株主であった株式会社SBI証券及び倉橋 幸子氏は、当事業年度末において主要

株主ではなくなりました。

(注)３. 前事業年度末において主要株主ではなかった楽天証券株式会社及び浅野 勉氏は、当事業年度に末おいて

主要株主となっております。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2024年３月31日現在

区分
株式数
(株)

議決権の数
(個)

内容

無議決権株式 - - -

議決権制限株式(自己株式等) - - -

議決権制限株式(その他) - - -

完全議決権株式(自己株式等) - - -

完全議決権株式(その他)　(注)１
普通
株式

29,300,500
 

 

293,005 -

単元未満株式 1,515 - -

発行済株式総数 29,302,015 - -

総株主の議決権 - 293,005 -
 

(注)１. 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,300株(議決権23個)が

含まれております。

 
② 【自己株式等】

該当事項はありません。

　

２ 【自己株式の取得等の状況】
　

【株式の種類等】  
 

該当事項はありません。

　

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 
(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

該当事項はありません。

　

３ 【配当政策】

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つと認識しており、事業展開の拡大及び企業体質の強化に

留意しつつ、利益配分を行うことを基本方針としております。当社は会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決

議によって柔軟に剰余金の配当を行うことができる旨を定めております。

また、毎年３月31日を期末配当、毎年９月30日を中間配当の基準日として、さらに、それ以外に基準日を定めて剰

余金の配当が可能な旨を定款に定めております。

しかしながら、2024年３月期におきましては、当期の業績等を鑑み、誠に遺憾ではございますが、無配とさせて頂

く所存でございます。
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４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、企業価値を最大化する観点から、グループ会社に対し経営戦略、コンプライアンス及びリスク管理等

の基本方針を示すとともに、株主利益の最大化の実現とステークホルダーに不当な損害を与えないように、適正

かつ効率的なグループ経営体制を整備及び運用してまいります。

 
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社の提出日現在における企業統治の体制の模式図は、以下のとおりであります。

ａ. 企業統治の体制の概要

ⅰ) 取締役会

当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在、取締役５名(うち監査等委員である取締役３名)で構成され

ております。

毎月開催される定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会も開催しており、独立性を保持した社外取

締役出席のもと、経営の妥当性、効率性及び公正性等について検討し、法令及び定款に定められた事項、並び

に重要な業務に関する事項を決議し、業務執行状況の監督を行っております。

ⅱ) 監査等委員会

当社の監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在、監査等委員である取締役３名(うち監査等委員である

社外取締役３名)で構成され、原則として毎月１回、監査等委員会を開催しております。

監査等委員会において、「監査等委員会規程」を定め、監査等委員会の委員長の選定、その他監査等委員の

職務を遂行するために必要となる事項のほか、監査方針、監査計画、監査の方法及び監査業務の分担等につい

て審議しております。

監査等委員会は、監査等委員である取締役が、取締役会、コンプライアンス委員会及びその他重要会議に出

席すること等を通じて、業務の意思決定並びに業務の執行状況について、法令及び定款に違反していないか等

のチェックを行うとともに、監査を定期的に実施しております。
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ⅲ) 内部監査室

内部監査室は、組織上、代表取締役社長直属の独立部署として設置し、職務上においては監査等委員会の監

督及び指示の下、法令等の遵守状況及び業務活動の効率性等について、「内部監査規程」に準拠して作成した

内部監査計画に基づき内部監査を実施し、監査等委員会及び代表取締役社長に報告しております。

 
ｂ. 当該企業統治の体制を採用する理由

当社は上記のとおり、当社取締役会の監督機能の向上を図り、経営の効率性を高め、当社グループの更なる企

業価値の向上を目指すことを目的として、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、本体制を

採用しました。

 
③ 企業統治に関するその他の事項

ａ. 内部統制システムの整備の状況

当社では、「コンプライアンス規程」を定め、内部統制システムを整備するとともに、運用の徹底を図ってお

ります。また、規程遵守の実態確認と内部統制機能が有効に機能していることを確認するために、内部監査室が

内部監査を実施しております。内部監査室は、監査等委員会から職務上の指示を受けるとともに会計監査人とも

連携し、監査の実効性を確保しております。

 
ｂ. リスク管理体制の整備の状況

企業価値や健全な企業活動を脅かすあらゆるリスクを管理するため、「リスク管理規程」を定めており、コン

プライアンス委員会においてリスクを定期的に識別・評価し、重要度・緊急性を考慮した優先度に応じて具体的

な予防策の整備・運用を関連部署に指示し、その状況を内部監査室が重要リスクを優先した実効的な監査を実施

しております。

重大なリスクが顕在化した場合は、「危機管理規程」に基づき、代表取締役社長が緊急度に応じて緊急対策本

部を招集し迅速な対応と再発防止策を講じてまいります。

企業活動に重大な脅威を与える反社会的勢力との関係を完全に遮断するため、全従業員の遵法意識を高め、社

内の諸規則や体制を整備するとともに、各関係機関と緊密に連携し、有事の際には企業及び関係者の安全確保を

最優先事項とし、迅速かつ組織的に対応してまいります。

 
ｃ. グループ会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

当社のグループ会社に「コンプライアンス規程」を共有しつつ、必要に応じて取締役及び監査役を派遣し、グ

ループ会社の業務執行を監督及び監査するとともに、コーポレート部門の業務を適切に支援し、グループ会社の

取締役及び監査役が、効率的に職務執行できる体制を構築しております。

グループ会社の業務執行の重要事項は、当社の決裁事項又は報告事項としており、決裁又は報告体制を通じ

て、グループ会社の経営状況を把握し、業務の適正の確保及びリスク管理の体制を構築しております。

また、グループ会社の自主性を尊重し、事業内容及び規模を考慮しつつ、コーポレート部門の業務を適切に支

援し、グループ会社の取締役が、効率的に職務執行できる体制を構築しております。

監査等委員会及び内部監査室においては、グループ会社の監査役や当社会計監査人とも連携し、グループ会社

の監査を定期的に実施できる体制を構築しております。

 
ｄ. 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

ⅰ) 取締役の責任免除

当社は、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)

の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定めておりま

す。これは、取締役が職務執行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。

ⅱ) 剰余金の配当等の決定機関

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合

を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定めております。

これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主の皆様への機動的な利益還元を行うこと

を目的とするものであります。

 
ｅ. 取締役の定数
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当社の監査等委員である取締役以外の取締役の員数は８名以内とする旨を定款に定めております。また、当社

の監査等委員である取締役は、４名以内とする旨を定款に定めております。

 
ｆ. 取締役の選任の決議要件

取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席

し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、累積投票によらない旨を定款に定めております。

 
ｇ. 責任限定契約の内容と概要

当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第

１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第

425条第１項に定める最低責任限度額としております。

なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)が責任の原因

となった職務について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

 
ｈ. 役員との役員等賠償責任保険契約(D&O保険)

当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が

会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被

保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。保険料は全額当社が

負担しております。

なお、贈収賄等の犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役

員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。

 
ｉ. 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株

主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定めておりま

す。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目

的とするものであります。

 
④ 取締役会の活動状況

当事業年度において当社は取締役会を月１回の定時取締役会のほか、必要に応じて随時開催しております。

具体的な検討内容は、法令、定款及び取締役会規程に基づき、経営全般の方針に関する事項、財務に関する事

項、重要な契約の締結及びその他経営に関する重要事項について審議及び決議しており、また法令に定められた

事項及び重要な業務の執行状況についても報告を受けております。

個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。

氏名 開催回数 出席回数

下村 優太 14 14

上之園 圭介 14 14

畑野 幸治　(注)１ 12 9

神庭 雅俊 14 14

久保 惠一 14 14

毛利 正人 14 14
 

(注)１. 畑野 幸治の取締役会出席状況は、2024年１月31日に取締役を辞任するまでに開催された取締役会を

対象としております。
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(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性　5名　女性　-名　（役員のうち女性の比率　-％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

代表取締役社長 下村 優太 1985年10月18日

2008年４月 株式会社三井住友銀行入行

2021年６月 当社入社　経営企画部長

2022年10月 当社コンサルティング部長 

2023年３月 当社代表取締役社長(現任)

(注)１ 647,819

取締役 上之園 圭介 1984年３月14日

2007年４月

株式会社ソリッドグループホールディン

グス(現株式会社カーチスホールディング

ス)入社

2018年４月 株式会社BuySell Technologies入社

2021年６月 当社入社　社長室室長

2021年８月 当社テクノロジー事業本部長

2022年９月
当社執行役員兼テクノロジーソリュー

ション事業部長

2023年１月
当社執行役員兼企業情報部長兼テクノロ

ジーソリューション部長

2023年３月 当社取締役(現任)

(注)１ 597,986

取締役

(監査等委員)
神庭 雅俊 1982年７月５日

2005年４月

東洋ビジネスエンジニアリング株式会社

(現ビジネスエンジニアリング株式会

社)　入社

2011年１月 本間合同法律事務所入所

2016年６月 株式会社地域経済活性化支援機構入社

2018年５月
株式会社FUNDBOOK(現株式会社fundbook)

入社

2018年10月 本間合同法律事務所入所

2020年１月
熊切ホールディングス株式会社(現株式会

社KIJ)非常勤取締役

2020年１月 当社取締役監査等委員(現任)

2023年３月 銀座中央総合法律事務所入所(現任)

(注)２ -

取締役

(監査等委員)
久保 惠一 1953年11月13日

1976年４月
等松・青木監査法人（現有限責任監査法

人トーマツ）入所

1990年６月 監査法人トーマツパートナー

2007年６月 監査法人トーマツ経営会議メンバー

2009年４月

デロイトトーマツリスクサービス株式会

社(現デロイト トーマツ リスクアドバイ

ザリー合同会社)代表取締役社長

2012年４月 中央大学大学院国際会計研究科客員教授

2015年１月 公認会計士久保惠一事務所開設(現任)

2018年３月 株式会社GRCS　社外取締役(現任)

2019年３月 東亜石油株式会社　社外取締役

2020年６月 当社取締役監査等委員(現任)

(注)２ -
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)
毛利 正人 1956年1月28日

1979年４月
国際電信電話株式会社(現KDDI株式会社)

入社

2000年９月
日本テレコム株式会社(現ソフトバンク株

式会社)入社

2005年７月 中央青山監査法人入所

2007年６月
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人

トーマツ)入所

2010年７月
有限責任監査法人トーマツ　ディレク

ター

2013年10月
クロウホーワス・グローバルリスクコン

サルティング株式会社　代表取締役

2017年４月
東洋大学国際学部グローバル・イノベー

ション学科教授(現任)

2018年６月 株式会社テクノスジャパン　監査役

2019年３月 ベルトラ株式会社　監査役

2020年６月
株式会社テクノスジャパン　社外取締役

監査等委員(現任)

2020年６月 当社取締役監査等委員(現任)

2023年３月
ベルトラ株式会社　社外取締役監査等委

員(現任)

(注)２ -

 

計 1,245,805
 

(注)１. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年

３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(注)２. 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時

株主総会終結の時までであります。

(注)３. 監査等委員である取締役の神庭 雅俊、久保 惠一及び毛利 正人は、会社法第２条第15号に定める社外取締

役であります。
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② 社外役員の状況

当社の社外役員は、監査等委員である社外取締役３名であります。

当社は取締役による迅速かつ的確な意思決定が行える体制が重要と考えており、取締役会は実質的な審議を行

うことができる適切な規模としております。また、監査等委員３名のうち３名全て社外取締役とし、取締役会等

重要な会議に出席し、都度意見を述べるほか、適宜報告を求め、各取締役の業務執行状況の把握をすることとし

ております。

社外取締役 神庭 雅俊は、弁護士及び公認会計士として企業法務に関する相当程度の知識及び知見を有してお

ります。

その高い専門性及び豊富な経験に基づき、当社経営に対して監督及びチェック機能を期待すると共に、有用な

助言及び提案等を頂くことができると判断したため、社外取締役として選任しております。

社外取締役 久保 惠一は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知識及び知見を有しており、ま

た、他の上場会社の社外取締役にも就任されております。

その高い専門性及び豊富な経験に基づき、当社経営に対して有用な助言及び提案等を頂くことができると判断

したため、社外取締役として選任しております。

なお、独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当しないことから、独立役員に指定しております。

社外取締役 毛利 正人は、事業会社及び監査法人にて勤務経験があるとともに、現在は大学においてコーポ

レートガバナンス等について教鞭を執っておられ、また、他の上場会社の社外取締役にも就任されております。

その豊富な経験に基づき、当社経営に対して有用な助言及び提案等を頂くことができると判断したため、社外

取締役として選任しております。

なお、独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当しないことから、独立役員に指定しております。

当社において、社外役員を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく

客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該

当しないことを基本的な考え方として選任しております。

 
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門

との関係

監査等委員会は、内部監査室と定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画を伝達し、

内部監査の方針、計画等を協議し指示するとともに、実施した監査結果に関する報告を受けております。

また、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につき

ましては、会計監査人と内部監査室が連携して、内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して四

半期に一度四半期レビュー報告会や会計監査報告会において報告を行っております。

なお、内部監査室は、会計に関しては内部統制システムの中でモニタリングを行い、会計以外の事項に関して

は、会社法の求める内部統制システムの中でリスクベースの監査を行い、その監査結果を適宜、監査等委員会及

び代表取締役社長に報告し、会計報告の信頼性及び業務の適正を確保する体制を構築及び運用しております。
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(3) 【監査の状況】

① 監査等委員会監査の状況

監査等委員会は、社外取締役３名で構成されており、原則として月１回開催しております。

監査等委員は、それぞれ経営陣とは独立した視点から意見表明できる学識経験者であります。

また、経営判断や業務執行の適法性、相当性及び効率性を検証及び確認するため、取締役会等の重要な会議に

出席しております。

当社は、常勤の監査等委員を設置しておりませんが、監査等委員会の職務を補助するものとして監査等委員会

事務局を設置し、さらに監査等委員会が、内部監査の指揮命令を行う体制とすることにより、監査等委員会監査

の実効性を確保しております。

 
当事業年度における監査等委員の出席状況については次のとおりであります。

氏名 開催回数 出席回数

神庭　雅俊 16回 16回

久保　惠一 16回 16回

毛利　正人 16回 16回
 

監査等委員会における主な検討事項は以下のとおりであります。

・監査等委員会による監査等の方針、計画、分担及び重点監査項目の選定

・内部監査の方針、重点項目及び監査計画

・会計監査人の監査の相当性、再任、報酬等の同意

監査等委員の主な活動は以下のとおりであります。

・取締役会等重要会議への出席

・取締役及び使用人との意見交換

・重要な決裁書類等の閲覧及び調査

・内部監査の実施状況の監督及び指示並びに会計監査人との定期的なコミュニケーション

 
② 内部監査の状況

内部監査室は、その職務上、監査等委員会の監督下にあり、内部監査室長の採用及び人事についての適否の決

定は監査等委員会が行っております。

内部監査室は、リスクマネジメント及び内部統制の整備及び運用状況の監査を実施し、会計監査人との連携を

取りつつ、規程運用及び業務執行における違法性の排除及び効率性の向上に努めております。

 
③ 会計監査の状況

ａ.監査法人の名称

監査法人アヴァンティア

 
ｂ.継続監査期間

　４年間

 
ｃ.業務を執行した公認会計士

指定社員　業務執行社員　藤田　憲三

指定社員　業務執行社員　渡部　幸太

 
ｄ.監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士３名、会計士試験合格者１名、その他３名となります。
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ｅ.監査法人の選定方針と理由

当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、構造改革を契機とした管理コストの適正化を考慮した上

で、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査

体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当

であること、さらに監査実績等により総合的に勘案して選定しております。

また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するととも

に、必要な専門性を有することについて検証し、確認しております。

 
ｆ.監査等委員会による監査法人の評価

当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行

われていることを確認しております。

また、監査等委員会は、会計監査人の再任の適否について協議し、決議しており、その際には日本監査役協

会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価し

ております。

 
④ 監査報酬の内容等

ａ.監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分

前事業年度 当事業年度

監査証明業務に

基づく報酬(千円)

非監査業務に

基づく報酬(千円)

監査証明業務に

基づく報酬(千円)

非監査業務に

基づく報酬(千円)

提出会社 22,000 - 23,000 -
 

 
ｂ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く。)

該当事項はありません。

 
ｃ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 
ｄ.監査報酬の決定方針

監査公認会計士等に対する監査報酬については、会計監査人から提出された監査計画の妥当性を検証の上、

当該計画に示された監査時間等から監査報酬が合理的であると判断した上で、監査等委員会の同意を得て決定

することとしております。

 
ｅ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査等委員会は、会計監査人の監査計画及び報酬見積りの算定根拠等を確認の上、報酬等の額が合理的に設

定されていると判断し、会社法第399条第１項及び第３項の同意をしております。
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(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社の取締役に対する報酬は、株主総会の決議によって定められた報酬限度額の範囲内で、取締役(監査等委

員である取締役を除く。)は、取締役会の決議で、監査等委員である取締役は、監査等委員会の決議で、それぞ

れ報酬の決定方針及び具体的な金額等を決定しております。

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容決定に関する概要は、以下のとおりであり

ます。

１. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬に関する基本的な考え方

企業業績、企業価値の持続的な向上に資することを基本とし、優秀な人材の確保及び維持が可能となり、当

社取締役(監査等委員である取締役を除く。)に求められる役割と責任に見合った報酬水準及び報酬体系となる

よう設計することとします。

２. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬体系

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、基本報酬及びストック・オプションとしての新株予約

権を組み合わせるものとします。

基本報酬は、月例の固定報酬とし、役職、職責及び在任年数に応じて、他社水準、当社の業績及び従業員給

与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定することとします。また、基本報酬及びストック・オプ

ションとしての新株予約権の種類別の報酬割合については、定めないこととします。

３. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬の決定方法

取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬の決定プロセスの客観性及び透明性を担保すること等を目的

として、取締役会で説明を行い、社外取締役から適切な助言を得ることとします。

また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別報酬額は、2022年６月22日開催の株主総会におい

て、基本報酬を年額150,000千円以内、ストック・オプションとしての新株予約権の付与のための報酬を年額

50,000千円以内の範囲内で、報酬の決定方針に従い、取締役会で決定することとします。

４. 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

当事業年度における個々の役員の報酬額については、株主総会で決議された報酬の枠内で2023年６月21日開

催の取締役会の決議並びに2023年６月21日開催の監査等委員会の決議によりそれぞれの能力、貢献度及び期待

度を勘案して決定しているため、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

 
② 取締役及び監査等委員である取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2022年６月22日開催の定時株主総会において年額

200,000千円以内(基本報酬を年額150,000千円以内、ストック・オプションとしての新株予約権の付与のための

報酬を年額50,000千円以内)と決議しております。決議当時の取締役の員数は４名です。

監査等委員である取締役の報酬限度額は、2018年６月21日開催の定時株主総会において年額50,000千円以内

(基本報酬を年額50,000千円以内)と決議しております。決議当時の監査等委員である取締役の員数は３名です。

 
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数

(名)固定報酬 業績連動報酬 退職慰労金

取締役
(監査等委員及び社外取締
役を除く)

34,088 34,088 - - 3

監査等委員
(社外取締役を除く)

- - - - -

社外役員 10,800 10,800 - - 3

 

 
④ 役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
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(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式

の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資を純投資目的である投資株式と

し、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。

 
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ａ. 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の

内容

中長期的な観点から、発行会社との取引関係の維持及び強化並びに取引の円滑化を通じて、当社の企業価

値の増大に資すると認められる株式について保有しております。

また、保有の適否は保有意義の再確認、取引状況及び保有に伴う便益等を定期的に精査の上、判断してお

ります。

 
ｂ. 銘柄数及び貸借対照表計上額

 
銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(百万円)

非上場株式 5 0

非上場株式以外の株式 - -
 

 
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

該当事項はありません。

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

該当事項はありません。

 
ｃ. 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

ⅰ) 特定投資株式

該当事項はありません。

ⅱ) みなし保有株式

該当事項はありません。

 
③ 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

 
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

 
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

該当事項はありません。
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第５ 【経理の状況】

 
１　財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財

務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

 
２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度(2023年４月１日から2024年３月31日まで)

の財務諸表について、監査法人アヴァンティアによる監査を受けております。

 
３ 連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(2023年３月31日)
当事業年度

(2024年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 486,051 656,181

  売掛金及び契約資産 55,938 71,667

  前払費用 47,628 18,427

  未収入金 499 22,297

  その他 19,387 -

  貸倒引当金 △335 △430

  流動資産合計 609,169 768,143

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 - -

    減価償却累計額 - -

    建物(純額) - -

   工具、器具及び備品 12,603 12,603

    減価償却累計額 ※1  △12,603 ※1  △12,603

    工具、器具及び備品(純額) 0 0

   有形固定資産合計 0 0

  投資その他の資産   

   投資有価証券 0 0

   敷金及び保証金 12,708 73,082

   その他 177 -

   投資その他の資産合計 12,885 73,082

  固定資産合計 12,885 73,082

 資産合計 622,055 841,226
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(2023年３月31日)
当事業年度

(2024年３月31日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 550 2,154

  １年内返済予定の長期借入金 4,262 -

  未払金 18,409 29,193

  未払費用 37,748 44,465

  未払法人税等 3,511 408

  未払消費税等 - 18,784

  前受金 - 550

  預り金 6,170 6,403

  賞与引当金 2,055 1,576

  その他 12 -

  流動負債合計 72,720 103,536

 固定負債   

  資産除去債務 837 837

  固定負債合計 837 837

 負債合計 73,558 104,374

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 100,000 100,000

  資本剰余金   

   資本準備金 1,333,956 -

   その他資本剰余金 954,335 943,178

   資本剰余金合計 2,288,291 943,178

  利益剰余金   

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 △1,845,106 △311,542

   利益剰余金合計 △1,845,106 △311,542

  株主資本合計 543,185 731,635

 新株予約権 5,311 5,216

 純資産合計 548,497 736,852

負債純資産合計 622,055 841,226
 

EDINET提出書類

株式会社Ｓｕｃｃｅｓｓ　Ｈｏｌｄｅｒｓ(E05175)

有価証券報告書

37/68



②【損益計算書】
           (単位：千円)

          前事業年度
(自 2022年４月１日
　至 2023年３月31日)

当事業年度
(自 2023年４月１日
　至 2024年３月31日)

売上高 ※1  620,411 ※1  532,351

売上原価 485,206 478,451

売上総利益 135,204 53,899

販売費及び一般管理費 ※2  559,143 ※2  354,335

営業損失(△) △423,938 △300,435

営業外収益   

 受取利息 1 0

 助成金収入 2,500 -

 違約金収入 180 -

 その他 2,242 93

 営業外収益合計 4,923 93

営業外費用   

 支払利息 182 16

 株式交付費 - 9,031

 新株予約権発行費 - 2,405

 その他 1,164 76

 営業外費用合計 1,346 11,529

経常損失(△) △420,360 △311,871

特別利益   

 子会社株式売却益 ※3  99,507 -

 新株予約権戻入益 1,098 1,309

 特別利益合計 100,606 1,309

特別損失   

 減損損失 ※4  198,531 -

 特別損失合計 198,531 -

税引前当期純損失(△) △518,286 △310,561

法人税、住民税及び事業税 3,511 980

法人税等調整額 - -

法人税等合計 3,511 980

当期純損失(△) △521,797 △311,542
 

EDINET提出書類

株式会社Ｓｕｃｃｅｓｓ　Ｈｏｌｄｅｒｓ(E05175)

有価証券報告書

38/68



 

【売上原価明細書】

  
前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

区分
注記

番号
金額(千円)

構成比

(％)
金額(千円)

構成比

(％)

Ⅰ　人件費  254,843 52.5 438,900 91.7

Ⅱ　経費  230,363 47.5 39,551 8.3

売上原価  485,206 100.0 478,451 100.0
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③【株主資本等変動計算書】

 前事業年度(自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)

 (単位：千円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

その他

資本剰余金
資本剰余金合計

その他

利益剰余金 利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当期首残高 100,000 1,333,956 954,335 2,288,291 △1,323,308 △1,323,308 1,064,983

当期変動額        

新株の発行 - - - -  - -

減資 - - - -  - -

欠損填補   - - - - -

当期純損失(△)    - △521,797 △521,797 △521,797

株主資本以外の項目の

当期変動額(純額)
   -  - -

当期変動額合計 - - - - △521,797 △521,797 △521,797

当期末残高 100,000 1,333,956 954,335 2,288,291 △1,845,106 △1,845,106 543,185
 

 

 

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他有価証

券評価差額金

評価・換算差

額等合計

当期首残高 - - 5,899 1,070,882

当期変動額     

新株の発行    -

減資    -

欠損填補    -

当期純損失(△)    △521,797

株主資本以外の項目の

当期変動額(純額)
- - △587 △587

当期変動額合計 - - △587 △522,385

当期末残高 - - 5,311 548,497
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 当事業年度(自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)

 (単位：千円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

その他

資本剰余金
資本剰余金合計

その他

利益剰余金 利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当期首残高 100,000 1,333,956 954,335 2,288,291 △1,845,106 △1,845,106 543,185

当期変動額        

新株の発行 249,996 249,996 - 249,996  - 499,992

減資 △249,996 △1,583,952 1,833,949 249,996  - -

欠損填補   △1,845,106 △1,845,106 1,845,106 1,845,106 -

当期純損失(△)    - △311,542 △311,542 △311,542

株主資本以外の項目の

当期変動額(純額)
   -  - -

当期変動額合計 - △1,333,956 △11,156 △1,345,113 1,533,563 1,533,563 188,449

当期末残高 100,000 - 943,178 943,178 △311,542 △311,542 731,635
 

 

 

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他有価証

券評価差額金

評価・換算差

額等合計

当期首残高 - - 5,311 548,497

当期変動額     

新株の発行    499,992

減資    -

欠損填補    -

当期純損失(△)    △311,542

株主資本以外の項目の

当期変動額(純額)
- - △94 △94

当期変動額合計 - - △94 188,355

当期末残高 - - 5,216 736,852
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④【キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前事業年度
(自 2022年４月１日
　至 2023年３月31日)

当事業年度
(自 2023年４月１日
　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前当期純損失(△) △518,286 △310,561

 減価償却費及びその他の償却費 42 -

 のれん償却額 24,816 -

 減損損失 198,531 -

 貸倒引当金の増減額(△は減少) △326 94

 賞与引当金の増減額(△は減少) 2,055 △478

 受取利息及び受取配当金 △1 △0

 助成金収入 △2,500 -

 支払利息 182 16

 子会社株式売却損益(△は益) △99,507 -

 売上債権の増減額(△は増加) 40,970 △15,728

 棚卸資産の増減額(△は増加) 827 -

 仕入債務の増減額(△は減少) △54,189 1,604

 未払金の増減額(△は減少) △937 10,784

 未払費用の増減額(△は減少) 2,321 6,716

 未収入金の増減額(△は増加) 1,672 △21,797

 前払費用の増減額(△は増加) 18,415 29,201

 未払消費税等の増減額(△は減少) △20,467 18,784

 その他 △12,290 △203

 小計 △418,672 △281,569

 利息及び配当金の受取額 1 0

 利息の支払額 △182 △16

 助成金の受取額 2,500 -

 法人税等の支払額 △5,405 △4,084

 法人税等の還付額 - 19,336

 営業活動によるキャッシュ・フロー △421,759 △266,332

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 無形固定資産の取得による支出 △2,216 -

 子会社株式の取得による支出 △1,000 -

 子会社株式の売却による収入 21,803 -

 敷金及び保証金の差入による支出 △9,498 △60,374

 敷金及び保証金の回収による収入 30,620 -

 資産除去債務の履行による支出 △12,500 -

 その他 189 17

 投資活動によるキャッシュ・フロー 27,397 △60,357

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 株式の発行による収入 - 499,992

 長期借入金の返済による支出 △10,164 △4,262

 リース債務の返済による支出 △1,374 -

 新株予約権の発行による収入 511 1,090

 財務活動によるキャッシュ・フロー △11,027 496,820

現金及び現金同等物に係る換算差額 - -

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △405,389 170,130

現金及び現金同等物の期首残高 891,440 486,051

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  486,051 ※1  656,181
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

 
(重要な会計方針)

１ 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については法定繰入率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

 
(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき、当期に見合う分を計上しておりま

す。

 
２ 収益及び費用の計上基準

(1) コンサルティング事業

コンサルティング事業では、全国の中堅中小企業に対し、事業戦略や営業戦略等の攻めの領域から、内部統制構

築やガバナンス強化等の守りの領域まで、経営に関する全ての分野において、ITに関する課題解決を中心に、提案

から実行までハンズオンで実施する顧客伴走型のスタイルで顧客満足度の最大化を目指し、また、国内大手企業に

対しては、IT領域に特化したコンサルティングサービスを提供しております。

同事業に係る収益は、主に、クライアントとの契約に基づき、多種多様なコンサルティングサービスの提供によ

り生じております。

サービスについては、主に、当社がクライアントにサービスを提供した時点で、収益を認識しております。

また、取引対価は、履行義務を充足してから主として１年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりま

せん。

 
(2) テクノロジーソリューション事業

テクノロジーソリューション事業は、ITエンジニア人材の派遣を通じて技術力を提供し、クライアントのIT課題

を解決する事業であります。

同事業に係る収益は、主に、クライアントとの契約に基づきITに関する課題を抱えるお客様に対してITエンジニ

ア人材の派遣により生じております。

サービスについては、主に、当社がクライアントにサービスを提供した時点で、収益を認識しております。

また、取引対価は、履行義務を充足してから主として１年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりま

せん。

 
(3) メディア事業

メディア事業は、地域密着型フリーペーパーの発行や折込広告の配布等を主軸とする事業であります。

同事業に係る収益は、主に、クライアントとの契約に基づく地域密着型無料宅配情報誌「ARIFT」の編集・発

行・配布、折り込みチラシの併配等により生じております。

サービスについては、当社がクライアントにサービスを提供した時点で、収益を認識しております。

また、取引対価は、履行義務を充足してから主として１年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりま

せん。

なお、2022年６月30日付で「(開示事項の経過)完全子会社の株式譲渡完了に関するお知らせ 」にてお知らせし

ましたとおり、完全子会社である株式会社Success Holders分割準備会社の株式譲渡を完了しましたので、2022年

７月以降につきましては、メディア事業に係る売上等は計上しておりません。
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３ キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。

 
(表示方法の変更)

(貸借対照表関係)

前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めて表示していた「未収入金」は、当事業年度より金額

的重要性が増したため、独立掲記することとしました。

この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に含めて表示していた19,886千円

は、「未収入金」499千円、「その他」19,387千円として組み替えております。

 
(損益計算書関係)

前事業年度において、「特別利益」の「その他」に含めて表示していた「新株予約権戻入益」は、当事業年度

より金額的重要性が増したため、独立掲記することとしました。

この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「その他」に含めて表示していた1,098千円は、

「新株予約権戻入益」1,098千円として組み替えております。

 

(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「前払費用の増減

額」は、当事業年度より金額的重要性が増したため、独立掲記することとしました。

この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「そ

の他」に表示していた6,125千円は、「前払費用の増減額」18,415千円、「その他」△12,290千円として組み替え

ております。

 
(追加情報)

(当社の商号変更及び本店移転について)

2024年３月29日付で「当社の商号変更及び本店移転に関するお知らせ」にて開示しましたとおり、クライアン

トに戦略設計から実装支援までトータルでコンサルティングを提供する体制であることをより打ち出したブラン

ディングを進めるべく、2024年８月に、「株式会社Success Holders」から「株式会社Def consulting」へと商号

変更を予定しております。

また、同時に「虎ノ門ヒルズ 森タワー」への本店移転も実施し、これからの拡大フェーズに備えるとともに、

コンサルタントメンバーのエンゲージメントを高めて最大のバリューを発揮できる環境づくりにも取り組んでま

いります。

今後は、新たな商号及びオフィスの下、クライアントの成功を支援するコンサルタントメンバーの採用を積極

的に進め、一日も早い企業価値向上に努めてまいります。

 
(貸借対照表関係)

※１ 減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。
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(損益計算書関係)

※１ 顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。

顧客との契約から生じる収益の金額は、財務諸表「注記事項(収益認識関係)１　顧客との契約から生じる収益

を分解した情報」に記載しております。

 
※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

 
前事業年度

(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)

当事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

役員報酬 41,185千円 44,888千円

給与 187,190千円 88,814千円

採用関連費 82,480千円 66,929千円

減価償却費 42千円 -千円

貸倒引当金繰入額 △26千円 94千円
 

(注) 販売費と一般管理費に費目を区分していないため、これらの割合については記載を省略しております。

 
※３ 子会社株式売却益の内容は、次のとおりであります。

 
前事業年度

(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)

当事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

子会社株式
 株式会社Success Holders分割準備会社

99,507千円 -千円

 

 
※４ 減損損失の内容は、次のとおりであります。

 
前事業年度

(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)

当事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

減損損失
 のれん

198,531千円 -千円

 

 
(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 24,916,115 - - 24,916,115
 

 
２　自己株式に関する事項

該当事項はありません。

 
３　新株予約権等に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数(株)
当事業

年度末残高
(千円)

当事業
年度期首

当事業
年度増加

当事業
年度減少

当事業
年度末

提出会社 第３回新株予約権 普通株式 536,300 - 99,900 436,400 4,800

提出会社 第４回新株予約権 普通株式 - 511,200 - 511,200 511

合計 － 536,300 511,200 99,900 947,600 5,311
 

(注)１. 目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しておりま

す。

(注)２. 目的となる株式の数の変動事由の概要
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増加は、発行によるもの、減少は、権利失効によるものです。

(注)３. 第３回新株予約権及び第４回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

 
４　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

 
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

該当事項はありません。

 
当事業年度(自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 24,916,115 4,385,900 - 29,302,015
 

(変動事由の概要)

増加数の内訳は、次のとおりであります。

　第三者割当増資による新株式の発行による増加　　4,385,900株

 
２　自己株式に関する事項

該当事項はありません。

 
３　新株予約権等に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数(株)
当事業

年度末残高
(千円)

当事業
年度期首

当事業
年度増加

当事業
年度減少

当事業
年度末

提出会社 第３回新株予約権 普通株式 436,400 - 87,300 349,100 3,840

提出会社 第４回新株予約権 普通株式 511,200 - 224,400 286,800 286

提出会社 第５回新株予約権 普通株式 - 607,500 62,500 545,000 1,090

合計 － 947,600 607,500 374,200 1,180,900 5,216
 

(注)１. 目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しておりま

す。

(注)２. 目的となる株式の数の変動事由の概要

増加は、発行によるもの、減少は、権利失効によるものです。

(注)３. 第３回新株予約権、第４回新株予約権及び第５回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりませ

ん。

 
４　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

 
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

該当事項はありません。
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(キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前事業年度

(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)

当事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

現金及び預金 486,051千円 656,181千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 -千円 -千円

現金及び現金同等物 486,051千円 656,181千円
 

 

(金融商品関係)

１ 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、事業を行うための設備投資資金及び運転資金については、銀行借入により調達を予定しております。

また、当社は、一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、投機的な取引は行わない方針であります。

 
(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、クライアントの信用リスクに晒されております。また、敷金及び保証金は、主に事

務所等の敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。

営業債務である買掛金、未払金及び未払費用は、１年以内の支払期日であります。

 
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

当社は、営業債権について、「販売管理規程」に従い、管理部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリング

し、取引相手先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減

を図っております。

② 市場リスクの管理

当社は、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、複数の金融機関と取引をするように努め、支

払金利の抑制を図っております。

③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

当社は、各部門からの報告に基づき、管理部が適時に資金繰計画を作成・更新することで、流動性リスクを管

理しております。

 
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価等には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含

まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用すること

により、当該価額が変動することもあります。

 
２ 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前事業年度(2023年３月31日)

 
貸借対照表計上額

(千円)
時価
(千円)

差額
(千円)

(1) 敷金及び保証金 12,708 12,769 61

資産計 12,708 12,769 61

(1) １年以内返済予定の長期借入金 4,262 4,256 △5

負債計 4,262 4,256 △5
 

(※) 現金及び預金、売掛金、買掛金、未払金、未払費用及び未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳

簿価額に近似することから、注記を省略しております。
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当事業年度(2024年３月31日)

 
貸借対照表計上額

(千円)
時価
(千円)

差額
(千円)

(1) 敷金及び保証金 73,082 71,966 △1,116

資産計 73,082 71,966 △1,116

(1) １年以内返済予定の長期借入金 - - -

負債計 - - -
 

(※) 現金及び預金、売掛金、買掛金、未払金及び未払費用は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する

ことから、注記を省略しております。

 
(注)１. 金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度(2023年３月31日)

 
１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 486,051 - - -

売掛金 55,938 - - -

合計 541,989 - - -
 

 
当事業年度(2024年３月31日)

 
１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 656,181 - - -

売掛金 71,667 - - -

合計 727,848 - - -
 

 
(注)２. 長期借入金の決算日後の返済予定額

前事業年度(2023年３月31日)

 
１年以内
(千円)

１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

長期借入金 4,262 - - - - -

合計 4,262 - - - - -
 

 
当事業年度(2024年３月31日)

該当事項はありません。
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３ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類し

ております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定

の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係る

インプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定された時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属する

レベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 
(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品

該当事項はありません。

 
(2) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前事業年度(2023年３月31日)

区分

時価

(千円）

レベル1 レベル2 レベル3 合計

(1) 敷金及び保証金 - 12,769 - 12,769

資産計 - 12,769 - 12,769

(1) １年以内返済予定の長期借入金 - 4,256 - 4,256

負債計 - 4,256 - 4,256
 

 

当事業年度(2024年３月31日)

区分

時価

(千円）

レベル1 レベル2 レベル3 合計

(1) 敷金及び保証金 - 71,966 - 71,966

資産計 - 71,966 - 71,966

(1) １年以内返済予定の長期借入金 - - - -

負債計 - - - -
 

(注)１. 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

敷金及び保証金

敷金及び保証金の時価は、償還予定時期を見積り、安全性の高い長期の債券の利回りで割り引いた現在価値

により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金(１年内返済予定を含む)及び１年以内返済予定の長期借入金

長期借入金(１年内返済予定を含む)及び１年以内返済予定の長期借入金の時価は、元利金の合計額、当該債

務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に

分類しております。

 

EDINET提出書類

株式会社Ｓｕｃｃｅｓｓ　Ｈｏｌｄｅｒｓ(E05175)

有価証券報告書

49/68



 

(ストック・オプション等関係)

１ ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名

該当事項はありません。

 

２ 権利不行使による失効により利益として計上した金額

 前事業年度 当事業年度

新株予約権戻入益 1,098千円 1,309千円
 

 
３ ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

 第３回新株予約権

付与対象者の区分及び人数

当社取締役　　　　２名
当社従業員　　　　13名
当社子会社取締役　１名
当社入社予定者　　２名
社外協力者　　　　２名

株式の種類別のストック・オプション
の数　(注)１

普通株式　760,900

付与日 2021年６月14日

権利確定条件

①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2024年３月期から

2026年３月期までの事業年度において、当社のEBITDA(以下、損益計算書(連結損益計算

書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された営業利益に、キャッシュ・フ

ロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場合は連結キャッシュ・フ

ロー計算書)に記載された減価償却費及びのれん償却額を加算した額をいう。)が下記に

掲げるいずれかの条件を満たした場合、当該条件を最初に満たした期の有価証券報告書

の提出日の翌月１日から行使することができる。

　(a）2024年３月期のEBITDAが３億円を超過した場合

　(b）2025年３月期又は2026年３月期のEBITDAが５億円を超過した場合

なお、当該損益計算書に株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排

除した株式報酬費用控除前営業利益及びEBITDAをもって判定するものとする。また、国

際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、

別途参照すべき指標を取締役会が定めるものとする。

②新株予約権者のうち社外協力者を除く者については、新株予約権の権利行使時におい

て、当社又は当社関係会社の取締役、監査役もしくは従業員又はアドバイザー、顧問、

コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社関係会社との間で委任、請負等

の継続的な契約関係にある者であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年

退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

③新株予約権者のうち社外協力者については、新株予約権の権利行使時において当社又は

当社関係会社のアドバイザー、顧問、コンサルタント又は取締役、監査役もしくは従業

員その他名目の如何を問わず当社又は当社関係会社との間で委任、請負等の継続的な契

約関係にある者であることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場

合は、この限りではない。

④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式

総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑥各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

対象勤務期間 -

権利行使期間 2024年７月１日～2031年６月13日
 

(注)１. 株式数に換算して記載しております。
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 第４回新株予約権

付与対象者の区分及び人数
当社取締役　　　　１名
当社執行役員　　　１名
当社従業員　　　　７名

株式の種類別のストック・オプション
の数　(注)１

普通株式　511,200

付与日 2022年10月31日

権利確定条件

①新株予約権者は、2024年３月期又は2025年３月期の事業年度において、当社の損益計算

書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された売上高が1,700

百万円を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権を行使することが

できる。

　なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績

に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書(連結損益計算書を作

成している場合には連結損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切では

ないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を

排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。

②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社のアドバイ

ザー、顧問、コンサルタント又は取締役、監査役もしくは従業員その他名目の如何を問

わず当社又は当社関係会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者であるこ

とを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締

役会が認めた場合は、この限りではない。

③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式

総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

対象勤務期間 -

権利行使期間 2024年７月１日～2032年10月30日
 

(注)１. 株式数に換算して記載しております。

 
 第５回新株予約権

付与対象者の区分及び人数
当社執行役員　　　１名
当社従業員　　　　16名

株式の種類別のストック・オプション
の数　(注)１

普通株式　607,500

付与日 2023年６月30日

権利確定条件

①新株予約権者は、2025年３月期又は2026年３月期の事業年度において、当社の損益計算

書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された売上高が1,700

百万円を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権を行使することが

できる。

　なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績

に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書(連結損益計算書を作

成している場合には連結損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切では

ないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を

排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。

②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社のアドバイ

ザー、顧問、コンサルタント又は取締役、監査役若しくは従業員その他名目の如何を問

わず当社又は当社関係会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者であるこ

とを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締

役会が認めた場合は、この限りではない。

③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式

総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

対象勤務期間 -

権利行使期間 2025年７月１日～2033年６月30日
 

(注)１. 株式数に換算して記載しております。
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数

に換算して記載しております。

① ストック・オプションの数

 第３回新株予約権 第４回新株予約権 第５回新株予約権

権利確定前(株)    

　前事業年度末 436,400 511,200 -

　付与 - - 607,500

　失効 87,300 224,400 62,500

　権利確定 - - -

　未確定残 349,100 286,800 545,000

権利確定後(株)    

　前事業年度末 - - -

　権利確定 - - -

　権利行使 - - -

　失効 - - -

　未行使残 - - -
 

②  単価情報

 第３回新株予約権 第４回新株予約権 第５回新株予約権

権利行使価格(円) 234 118 114

行使時平均株価(円) - - -

付与日における公正な評価単価(円) 161 76 61
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４ 当事業年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

当事業年度において付与されたストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は、以下のとおりであ

ります。

(1) 使用した評価技法　　　　　　　　ブラック・ショールズモデル

(2）主な基礎数値及び見積方法

 第５回新株予約権

株価変動性 　　(注)１ 59.59％

予想残存期間　 (注)２ 6.00年

予想配当　　　 (注)３ 0円/株

無リスク利子率 (注)４ 0.11％
 

(注)１. 評価基準日における東京証券取引所における終値で算定しております。

(注)２. 権利行使までの期間を合理的に見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使された

ものと推定して見積もっております。

(注)３. 直近の配当実績に基づいております。

(注)４. 予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りに基づき算定しております。
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(税効果会計関係)

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

(2023年３月31日)

当事業年度

(2024年３月31日)

　繰延税金資産   
　　税務上の繰越欠損金(注)１ 981,158千円 1,019,769千円

　　減価償却費 474千円 292千円

　　子会社株式 4,955千円 4,955千円

 　 貸倒引当金 0千円 -千円

　　資産除去債務 281千円 281千円

　　投資有価証券 2,014千円 2,014千円

　　電話加入権 2,855千円 2,855千円

　　その他 949千円 649千円

　繰延税金資産小計 992,689千円 1,030,818千円

　　税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)１ △981,158千円 △1,019,769千円

　　将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △11,531千円 △11,049千円

　評価性引当額小計(注)２ △992,689千円 △1,030,818千円

　繰延税金資産合計 -千円 -千円

   
　繰延税金負債   
　　その他有価証券評価差額金 -千円 -千円

　繰延税金負債合計 -千円 -千円

　繰延税金資産純額 -千円 -千円
 

(注)１. 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前事業年度(2023年３月31日)

 
１年以内
(千円)

１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

合計
(千円)

税務上の繰越欠損金(a) 64,122 756 145,319 - - 770,960 981,158

評価性引当額 △64,122 △756 △145,319 - - △770,960 △981,158

繰延税金資産 - - - - - - -
 

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

 
当事業年度(2024年３月31日)

 
１年以内
(千円)

１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

合計
(千円)

税務上の繰越欠損金(b) 756 145,319 - - 144,870 728,822 1,019,769

評価性引当額 △756 △145,319 - - △144,870 △728,822 △1,019,769

繰延税金資産 - - - - - - -
 

(b) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

(注)２. 評価性引当額が、38,128千円増加しております。この増加の主な内容は、繰越欠損金に係る評価性引当額

38,610千円を追加的に認識したことに伴うものであります。

 
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

前事業年度及び当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
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(資産除去債務関係)

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

１ 当該資産除去債務の概要

不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

 
２ 当該資産除去債務の金額の算定方法

割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を使用して資産除去債務の金額を計算してお

ります。

 
３ 当該資産除去債務の総額の増減

資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。

 
前事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

　期首残高 21,622千円 837千円

　　連結子会社売却による減少額 7,062千円 -千円

　　資産除去債務の履行による減少額 13,722千円 -千円

　期末残高 837千円 837千円
 

 
(収益認識関係)

１ 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。

 
２ 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針)２ 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりで

あります。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１ 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資

源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

セグメント区分は、「コンサルティング事業」、「テクノロジーソリューション事業」及び「メディア事業」

の３つを報告セグメントとしております。

「コンサルティング事業」では、全国の中堅中小企業に対し、事業戦略や営業戦略等の攻めの領域から、内部

統制構築やガバナンス強化等の守りの領域まで、経営に関する全ての分野において、ITに関する課題解決を中心

に、提案から実行までハンズオンで実施する顧客伴走型のスタイルで顧客満足度の最大化を目指し、また、国内

大手企業に対しては、IT領域に特化したコンサルティングサービスを提供する事業であります。

「テクノロジーソリューション事業」では、ITエンジニア人材の派遣を通じて技術力を提供し、クライアント

のIT課題を解決する事業であります。

「メディア事業」では、地域密着型無料宅配情報誌「ARIFT」の編集・発行・配布、折り込みチラシの併配等を

行っております。

2022年６月30日付で「(開示事項の経過)完全子会社の株式譲渡完了に関するお知らせ 」にて開示しましたとお

り、完全子会社である株式会社Success Holders分割準備会社の株式譲渡を完了しましたので、2022年７月以降に

つきましては、メディア事業に係る売上等は計上しておりません。

 
２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、財務諸表作成において採用している会計処理の原則及び

手続に準拠した方法であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

 
３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前事業年度(自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)

  (単位：千円)

 

報告セグメント

調整額
(注)１、２

合計
(注)３コンサルティング

事業

テクノロジー

ソリューション

事業

メディア事業 計

売上高       

外部顧客への売上高 37,000 273,272 310,138 620,411 - 620,411

セグメント間の
内部売上高又は振替高

- - - - - -

計 37,000 273,272 310,138 620,411 - 620,411

セグメント損失(△) △58,421 △124,761 △18,128 △201,311 △222,626 △423,938

セグメント資産 7,767 87,584 - 95,351 526,703 622,055

その他の項目       

減価償却費 - - 42 42 - 42

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

- - - - - -
 

(注)１. セグメント損失(△)の調整額△222,626千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(注)２. セグメント資産の調整額526,703千円は、報告セグメントに帰属しない全社資産であります。

(注)３. セグメント損失(△)は、損益計算書の営業損失と一致しております。
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当事業年度(自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)

  (単位：千円)

 

報告セグメント

調整額
(注)１、２

合計
(注)３コンサルティング

事業

テクノロジー

ソリューション

事業

計

売上高      

外部顧客への売上高 171,460 360,891 532,351 - 532,351

セグメント間の
内部売上高又は振替高

- - - - -

計 171,460 360,891 532,351 - 532,351

セグメント損失(△) △72,694 △26,002 △98,697 △201,738 △300,435

セグメント資産 21,546 86,978 108,524 732,702 841,226

その他の項目      

減価償却費 - - - - -

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

- - - - -
 

(注)１. セグメント損失(△)の調整額△201,738千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(注)２. セグメント資産の調整額732,702千円は、報告セグメントに帰属しない全社資産であります。

(注)３. セグメント損失(△)は、損益計算書の営業損失と一致しております。

 
【関連情報】

前事業年度(自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)

１ 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 
２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

 
３ 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

 
当事業年度(自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)

１ 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 
２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

 
３ 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前事業年度(自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)

  (単位：千円)

 

報告セグメント

その他 全社・消去 合計
コンサルティング

事業

テクノロジー

ソリューション

事業

メディア事業 計

減損損失 - 198,531 - 198,531 - - 198,531
 

 
当事業年度(自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)

該当事項はありません。

 
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前事業年度(自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)

  (単位：千円)

 

報告セグメント

その他 全社・消去 合計
コンサルティング

事業

テクノロジー

ソリューション

事業

(注)１

メディア事業 計

当期償却額 - 24,816 - 24,816 - - 24,816

当期末残高 - - - - - - -
 

(注)１. 「テクノロジーソリューション事業」において、のれんの減損損失を198,531千円計上しております。

 
当事業年度(自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)

該当事項はありません。

 
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前事業年度(自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)

該当事項はありません。

 
当事業年度(自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)

該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

１ 関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者との取引

財務諸表提出会社の役員及び主要株主(会社等に限る。)等

前事業年度(自 2022年４月１日 至 2023年３月31日)

該当事項はありません。

 
当事業年度(自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)

種類

会社等の

名称又は

氏名

所在地

資本金

又は

出資金

(千円)

事業の内容

又は職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合

(％)

関連当事者

との関係

取引の内容

 

取引金額

(千円)

 

科目

期末残高

(千円)

 

親会社

株式会社

The capital

(注)１

東京都

千代田区
100,000

資産管理

会社

(被所有) 

53.76

役員の兼任

(注)２

第三者割当増

資の引受

(注)３

499,992 － －

 

(注)１. 株式会社The capitalは、2024年１月31日まで当社の取締役であった畑野 幸治の資産管理会社であり、2023

年６月５日に実施しました第三者割当増資により、同日付で当社の親会社に該当することとなりました。

  ２. 2024年３月31日時点において関連当事者との関係の役員の兼任は解消されております。

  ３. 2023年５月19日付の取締役会において決議された第三者割当増資により、１株につき114円で引き受けたもの

であります。

 
(１株当たり情報)

 
前事業年度

(自 2022年４月１日
 至 2023年３月31日)

当事業年度
(自 2023年４月１日
 至 2024年３月31日)

１株当たり純資産額 21.80円 24.97円

１株当たり当期純損失金額(△) △20.94円 △10.90円
 

(注)１. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であるため記載しておりま

せん。

(注)２. １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

(2023年３月31日)
当事業年度

(2024年３月31日)

　純資産の部の合計額(千円) 548,497 736,852

　純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 5,311 5,216

　(うち新株予約権)(千円) ( 5,311) ( 5,216)

　普通株式に係る期末の純資産額(千円) 543,185 731,635

　１株当たり純資産額の算定に用いられた期末
　の普通株式の数(株)

24,916,115 29,302,015
 

(注)３. １株当たりの当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

(自 2022年４月１日
 至 2023年３月31日)

当事業年度
(自 2023年４月１日
 至 2024年３月31日)

　当期純損失(△)(千円) △521,797 △311,542

　普通株主に帰属しない金額(千円) - -

　普通株式に係る当期純損失(△)(千円) △521,797 △311,542

　普通株式の期中平均株式数(株) 24,916,115 28,571,031
 

 
(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価

償却累計額

又は償却

累計額(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末

残高

(千円)

有形固定資産        

建物 - -
-

( -)
- - - -

工具、器具及び備品 12,603 -
-

( -)
12,603 12,603 - 0

有形固定資産計 12,603 -
-

( -)
12,603 12,603 - 0

無形固定資産        

のれん - -
-

( -)
- - - -

ソフトウェア仮勘定 - -
-

( -)
- - - -

無形固定資産計 - -
-

( -)
- - - -

 

(注)１. 「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額となっております。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分
当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(％)
返済期限

１年以内に返済予定の長期借入金 4,262 - - -

１年以内に返済予定のリース債務 - - - -

長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) - - - -

合計 4,262 - - -
 

 
【引当金明細表】

科目
当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金 335 685 591 - 430

賞与引当金 2,055 4,991 5,470 - 1,576
 

 
【資産除去債務明細表】

本明細に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資

産除去債務明細表の記載を省略しております。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

区分 金額(千円)

現金 -

預金  
当座預金 -

普通預金 656,181

計 656,181

合計 656,181
 

 
② 売掛金

相手先別内訳

相手先 金額(千円)

株式会社ネソルワークス 6,510

Zero Networks株式会社 4,169

株式会社NTTデータオートモビリジェンス研究所 3,744

ドコモ・データコム株式会社 3,570

株式会社ソシアス 3,042

その他 50,629

合計 71,667
 

 
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高

(千円)

(Ａ)

当期発生高

(千円)

(Ｂ)

当期回収高

(千円)

(Ｃ)

当期末残高

(千円)

(Ｄ)

回収率(％)

 
(Ｃ)

×100
(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

 (Ａ)＋(Ｄ) 
 ２  
 (Ｂ)  
 366  

 

55,938 652,043 636,314 71,667 89.9 35.81
 

(注)１. 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 
③ 前払費用

相手先別内訳

相手先 金額(千円)

株式会社ビズリーチ 8,591

株式会社DYM 2,024

労働保険料 1,486

その他 6,326

計 18,427
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④ 敷金及び保証金

相手先別内訳

相手先 金額(千円)

森ビル株式会社 60,325

WeWork Japan合同会社 8,992

株式会社オー・エイチ・アイ 2,914

その他 851

計 73,082
 

 
⑤ 買掛金

相手先別内訳

相手先 金額(千円)

株式会社SAKURUG 880

株式会社テックビズ 356

その他 918

計 2,154
 

 
⑥ 未払費用

相手先別内訳

相手先 金額(千円)

従業員給与・賞与等 37,010

社会保険料等 6,027

その他 1,427

計 44,465
 

 
(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当事業年度

売上高 (千円) 124,524 265,802 409,209 532,351

税引前四半期(当期)純損失

(△)
(千円) △113,914 △177,811 △229,746 △310,561

四半期(当期)純損失(△) (千円) △115,324 △178,588 △230,625 △311,542

１株当たり四半期(当期)純

損失金額(△)
(円) △4.37 △6.41 △8.14 △10.90

 

 
(会計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純損失金

額(△)
(円) △4.37 △2.16 △1.78 △2.76
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

 

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

　　取扱場所 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地　東京証券代行株式会社　本店

　　株主名簿管理人 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地　東京証券代行株式会社

　　取次所 ―

　　買取手数料 無料

公告掲載方法

当社の公告方法は、電子公告としております。

但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場

合は、日本経済新聞に掲載しております。

なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。

https://www.success-holders.inc

株主に対する特典 なし
 

(注)１. 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。

会社法第189条第２項各号に掲げる権利

会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等の会社名

　株式会社The capital

 

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書

及びその添付書類並びに確認書
事業年度

(第36期)

自　2022年４月１日

至　2023年３月31日
 

2023年６月21日

関東財務局長に提出。

      
(2) 内部統制報告書

及びその添付書類
事業年度

(第36期)

自　2022年４月１日

至　2023年３月31日

 2023年６月21日

関東財務局長に提出。

      
(3) 四半期報告書及び確認書 第37期

第１四半期

自　2023年４月１日

至　2023年６月30日

 2023年８月10日

関東財務局長に提出。

  第37期

第２四半期

自　2023年７月１日

至　2023年９月30日

 2023年11月10日

関東財務局長に提出。

  第37期

第３四半期

自　2023年10月１日

至　2023年12月31日

 2024年２月９日

関東財務局長に提出。

     
(4) 臨時報告書 金融商品取引法第24条の５第４項及び企業

内容等の開示に関する内閣府令第19条第２

項第９号の２(株主総会における決議)の規

定に基づく臨時報告書

 2023年６月21日

関東財務局長に提出。

     
(5) 有価証券届出書(組込方式)及び

その添付書類

第三者割当による新株式の発行  2023年５月19日

関東財務局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

 

2024年６月19日

株式会社Ｓｕｃｃｅｓｓ　Ｈｏｌｄｅｒｓ

取　締　役　会　御中

 
監査法人アヴァンティア

 

東京都千代田区
 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 藤　　田　　憲　　三  

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 渡　　部　　幸　　太  

 

 
＜財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社Ｓｕｃｃｅｓｓ　Ｈｏｌｄｅｒｓの2023年４月１日から2024年３月31日までの第37期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その

他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社Ｓｕｃｃｅｓｓ　Ｈｏｌｄｅｒｓの2024年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績

及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である

と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい

て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

コンサルティング事業に係る売上高の実在性及び期間帰属の適切性の検討

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

注記事項「セグメント情報等」に記載のとおり、当会
計年度においてコンサルティング事業における売上高は
171百万円であり、売上高の32％を占めている。
コンサルティング事業は、事業戦略策定から業務・IT

領域における課題解決等のコンサルティングサービスの
提供を主たる業務としており、前会計年度に開始した新
規事業である。
新規事業の経営成績、とりわけ売上高は、経営者及び

財務諸表利用者にとって重要な経営指標である。
会社は、注記事項「重要な会計方針２ 収益及び費用の

計上基準」に記載のとおり、コンサルティングサービス
については、主に、クライアントにサービスを提供した
時点で、収益を認識している。
この点、コンサルティングサービスは、提供するサー

ビスが無形であることが多く、履行義務の充足に係る実
態を把握することが相対的に難しい。
そのため、コンサルティングサービスのこのような特

性を利用して、納品を伴わない売上高を計上する、また
は、期末日前の売上について、不適切な期間帰属により
計上を行う潜在的なリスクが存在する。
以上から、当監査法人は、コンサルティング事業に係

る売上高の実在性及び期間帰属の適切性の検討が、当会
計年度の財務諸表監査において特に重要であり、監査上
の主要な検討事項に該当すると判断した。

当監査法人は、コンサルティング事業に係る売上高の
実在性及び期間帰属の適切性を検証するため、主に以下
の監査手続を実施した。
 
・収益認識に関する一連の業務処理について、会社が構
築した内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価し
た。

・会社が採用した会計方針について、取引ごとに収益認
識に関する会計基準の検討ステップに当てはめて検討
した。

・売上取引について、業務委託契約書、入金証憑、顧客
への進捗報告のために作成された資料、成果物等を閲
覧し、顧客との契約条件とそれに対応したサービスの
提供の実態を把握したうえで、売上計上日付及び金額
の妥当性を検討した。

・期末において売上債権残高のある取引先について、残
高確認手続を実施した。

・期末日後の仕訳を通査し、売上高の取消処理や修正処
理の有無を検討した。
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その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営

者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告

プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような

重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適

切な監査証拠を入手する。

・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか

結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事

項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し

て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基

づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど

うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会

計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監

査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されてい

る場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合

理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
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 ＜内部統制監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社Ｓｕｃｃｅｓｓ　Ｈ

ｏｌｄｅｒｓの2024年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社Ｓｕｃｃｅｓｓ　Ｈｏｌｄｅｒｓが2024年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効で

あると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価

の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと

認める。

 
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統

制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人

の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、

また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手したと判断している。

 
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 
内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ

いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに

ある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及

び適用される。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内

部統制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人

は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して

責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別し

た内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につい

て報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 
＜報酬関連情報＞

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、当事業年度の会社の監査証明業務に基づく報

酬の額は23百万円であり、非監査業務に基づく報酬はない。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 
※１ 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途

保管しております。
２ XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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